
 

 

 

 

 

 

令  和  ７  年 

 

 

松 戸 市 議 会 ３ 月 定 例 会 議 案  

 

２ 月 ２ １ 日 提 出 

 

           （ ２ 分 冊 の ２ ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

松   戸   市 





（２分冊の２） 

 

議案第８３号  松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定につ 

        いて                     １１１頁 

 

議案第８４号  松戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて（確認申請等手数料等関係）       １１４頁 

 

議案第８５号  松戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて（宅地造成等に関する工事の中間検査の申 

請手数料関係）                １４８頁 

 

議案第８６号  松戸市教育振興審議会条例の制定について    １５２頁 

 

議案第８７号  松戸市障害者介護給付費等審査会条例の一部を改 

        正する条例の制定について           １５５頁 

 

議案第８８号  松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する 

        基準を定める条例の制定について        １５７頁            

 

議案第８９号  松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事 

        業の運営に関する基準を定める条例の制定につい 

て                      １５９頁 

 

議案第９０号  松戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す 

        る基準を定める条例の制定について       １６１頁 

 

議案第９１号  松戸市自殺対策推進会議条例の制定について   １６３頁 

 



議案第９２号  松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める 

        条例の一部を改正する条例の制定について    １６６頁 

 

議案第９３号  松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業プロポーザル選 

        考委員会条例の制定について          １７１頁 

 

議案第９４号  松戸市駐車場条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて                    １７４頁 

 

議案第９５号  松戸市下水道事業の設置等に関する条例等の一部 

        を改正する条例の制定について         １７７頁 

 

議案第９６号  松戸市下水道条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて                    １８０頁 

 

議案第９７号  松戸市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正 

        する条例の制定について            １８４頁 

 

議案第９８号  松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関す 

        る条例の一部を改正する条例の制定について   １８６頁 

 

議案第９９号  松戸市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管 

        理者に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

        ついて                    １８９頁 

 

議案第１００号 契約の変更について              １９５頁 

 

議案第１０１号 教育委員会委員の任命について         １９７頁 

 



  １９９頁 

議案第１０２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

　　　　　　　　  

議案第１０３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

   ２００頁 





議 案 第 ８３ 号 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及

び私立学校法の改正に伴い、条例で引用する同法の条項を整備するため。 
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 松戸市市税条例の一部を改正する条例 

 

松戸市市税条例（平成２７年松戸市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要がある

と認める場合には、新たに第１４条第１項第３号

又は第４号に掲げる者に該当することとなった者

に、当該該当することとなった日から60日以内に、

その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第

１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）

（法人番号を有しない者にあっては、名称、代表

者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の

所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在）、当該該当することとなった日その他必

要な事項を申告させることができる。 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要がある

と認める場合には、新たに第１４条第１項第３号

又は第４号に掲げる者に該当することとなった者

に、当該該当することとなった日から60日以内に、

その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務

所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、

事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第

１６項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）

（法人番号を有しない者にあっては、名称、代表

者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の

所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等

の所在）、当該該当することとなった日その他必

要な事項を申告させることができる。 

  

（教育等の用に供する固定資産について固定資産

税の非課税の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告） 

（教育等の用に供する固定資産について固定資産

税の非課税の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告） 

第７１条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２

若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６号の

固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設

置する医療関係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。）について同項本文の規定

第７１条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２

若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６号の

固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設

置する医療関係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。）について同項本文の規定
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の適用を受けようとする者は、土地については第

１号、第２号及び第５号に、家屋については第３

号及び第５号に、償却資産については第４号及び

第５号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土

地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学

校法（昭和２４年法律第２７０号）第６４条第４

項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置す

るもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

３１条の公的医療機関の開設者、政令第４９条の

１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人若

しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法

人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利

型法人をいう。以下この条において同じ。）に該

当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非

営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉

法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保

険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家

公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合

会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、

助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業

療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若

しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公

益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法

人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２

条第１項の博物館（以下「博物館」という。）を

設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団

法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条

において「学校法人等」という。）の所有に属し

ないものである場合においては、当該土地、家屋

又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させ

ていることを証明する書面を添付して、市長に提

出しなければならない。 

の適用を受けようとする者は、土地については第

１号、第２号及び第５号に、家屋については第３

号及び第５号に、償却資産については第４号及び

第５号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土

地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学

校法（昭和２４年法律第２７０号）第１５２条第

５項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、

宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置す

るもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

３１条の公的医療機関の開設者、政令第４９条の

１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人若

しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法

人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利

型法人をいう。以下この条において同じ。）に該

当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非

営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉

法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保

険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家

公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合

会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、

助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業

療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若

しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公

益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法

人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２

条第１項の博物館（以下「博物館」という。）を

設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団

法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条

において「学校法人等」という。）の所有に属し

ないものである場合においては、当該土地、家屋

又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させ

ていることを証明する書面を添付して、市長に提

出しなければならない。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

  

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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                       議 案 第 ８４ 号 

 

松戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に

伴い、確認申請等手数料等について整備するほか、所要の改正を行うため。 
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松
戸
市

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
 

 

松
戸
市
手
数
料
条
例
（
昭
和
２
７
年
松
戸
市

条
例
第
３
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

次
の
表
中
下
線
の
表
示
部
分
（
以
下
改
正
前

欄
に
あ
っ
て
は
「
改
正
前
部
分
」
と
、
改
正
後
欄
に
あ
っ
て
は
「
改
正
後
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
 

⑴
 

改
正
前

部
分
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
部
分
が
存
在
す
る
と
き
は
、
当
該
改
正
前
部
分
を
当
該
改
正
後
部
分
に
改
め
る
。
 

⑵
 

改
正
前

部
分
の
み
存
在
す
る
と
き
は
、
当
該
改
正
前
部
分
の
文
言
を
削
る
。
 

⑶
 

改
正
後

欄
に
「
（
削
除
）
」
と
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
部
分
の
目
次
、
章
、
条
、
項
、
号
等
の
全
て
を
削
る
。
 

⑷
 

改
正
後

部
分
の
み
存
在
す
る
と
き
は
、
当
該
改
正
後
部
分
を
加
え
る
。
 

改
 
正
 
前
 

改
 
正
 
後
 

別
表
第
４
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
第
４
（
第
２
条
関
係
）
 

１
 

確
認
申

請
等
手
数
料
 

１
 
確
認
申
請
等
手
数
料
 

事
務

の
種
類
 

区
分
 

金
額
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

２
０

１
号

。
以

下
別

表
第

４
に
お

い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
第
６
条
第
１

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る
場

合
を
含
む
。
）

の
規

定
に

よ
る

確
認

の
申

請
又

は
法

第
１

８
条

第
２

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含
む

。
）
の
規
定
に

確
認

の
申

請

又
は

計
画

の

通
知

に
係

る

計
画

に
法

第

８
７

条
の

４

の
昇

降
機

が

含
ま

れ
な

い

場
合

 

床
面

積
の

合
計

が
3
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
内

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 
 

6,
50
0円

 

床
面

積
の

合
計

が
3
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
10

0平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の

 

1件
に
つ
き
 

 

11
,5
00
円

 

床
面
積
の
合
計
が

10
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
20

0平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の

 

1件
に
つ
き
 

 

15
,0
00
円

 

床
面
積
の
合
計
が

20
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
50

0平
方
メ
ー
ト
ル

1件
に
つ
き
 

 

20
,0
00
円
 

事
務
の
種
類
 

区
分
 

金
額
 

建
築

基
準

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

２
０

１
号

。
以

下
別

表
第

４
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
第
６
条
第
１

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規

定
に

よ
る

確
認

の
申

請
又

は
法

第
１

８
条

第
２

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に

確
認

の
申

請

又
は

計
画

の

通
知

に
係

る

計
画

に
法

第

８
７

条
の

４

の
昇

降
機

が

含
ま

れ
な

い

場
合
 

床
面

積
の

合
計

が
3
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
内

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

1
5
,
0
0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
3
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1
0
0平

方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

2
6
,
0
0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

1
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
2
0
0平

方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

4
0
,
0
0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

2
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
3
0
0平

方
メ
ー
ト
ル

1
件
に
つ
き
 
 

5
0
,
0
0
0
円
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よ
る

計
画

の
通

知
に

対
す
る

審
査
 

以
内
の
も
の
 

床
面
積
の
合
計
が

50
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1,

00
0平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の

 

1件
に
つ
き
 

 

35
,5
00
円

 

床
面
積
の
合
計
が

1,
0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え
2,
00
0平

方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

 

50
,0
00
円
 

床
面
積
の
合
計
が

2,
0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

 

14
3,
00
0円

 

床
面
積
の
合
計
が

10
,

00
0平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え

5
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

 

24
2,
00
0円

 

床
面
積
の
合
計
が

50
,

00
0平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の

 

1件
に
つ
き
 

 

46
5,
00
0円

 

上
表

の
床

面
積

の
合

計
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

当

該
各

号
に

定
め

る
面

積
に

つ
い

て
算

定

す
る
。
 

 
⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

    

よ
る

計
画

の
通

知
に

対
す
る
審
査
 

以
内
の
も
の
 

床
面
積
の
合
計
が

3
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

を
超

え
1
,
0
0
0平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

7
8
,
0
0
0
円

 

床
面
積
の
合
計
が

1
,
0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え
2
,
0
0
0平

方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

1
0
8
,
0
0
0
円
 

床
面
積
の
合
計
が

2
,
0

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

2
9
3
,
0
0
0
円
 

床
面
積
の
合
計
が

1
0
,

0
0
0平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え

5
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

4
2
5
,
0
0
0
円
 

床
面
積
の
合
計
が

5
0
,

0
0
0平

方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
も
の
 

1
件
に
つ
き
 
 

8
2
3
,
0
0
0
円

 

１
 

上
表

の
床

面
積

の
合

計
は

、
次

の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

面
積

に
つ

い
て
算
定
す
る
。
 

⑴
～
⑷
 
（
略
）
 

２
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
２

７
年

法
律

第
５

３
号

）
第

１
１

条
第

１
項

た
だ

し
書

の
適

用
を

受
け

る
場
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（
略
）
 

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確
認

の
申

請
又

は
法

第
８

７
条

の
４

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

計
画

の
通

知
に

対
す

る
審
査

 

建
築

設
備

を

設
置

す
る

場

合
(
確

認
済

証
の

交
付

を

受
け

た
建

築

設
備

の
計

画

の
変

更
を

し

て
建

築
設

備

を
設

置
す

る

場
合

を
除

く
。

) 

小
荷

物

専
用

昇

降
機

以

外
の

建

築
設
備
 

1基
に
つ
き
 

12
,0
00
円
 

小
荷

物

専
用

昇

降
機
 

1基
に
つ
き
 

7,
00
0円

 

確
認

済
証

の

交
付

を
受

け

た
建

築
設

備

の
計

画
の

変

更
を

し
て

建

築
設

備
を

設

置
す
る
場
合

 小
荷

物

専
用

昇

降
機

以

外
の

建

築
設
備
 

1基
に
つ
き
 

6,
50
0円

 

小
荷

物

専
用

昇

1基
に
つ
き
 

4,
00
0円

 

合
（

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

平
成

２
８

年
国

土
交

通
省

令
第

５
号

）
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
該

当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
確
認
申
請

手
数

料
の

額
は

、
こ

の
表

を
適

用
し

て
得

ら
れ

た
手

数
料

の
額

に
、

別
表

第
４

第
１

１
項

第
１

号
の

表
を

適
用

し
て

得
ら

れ
た

手
数

料
の

額
を

加
算

し
た
額
と
す
る
。
 

（
略
）
 

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確
認

の
申

請
又

は
法

第
８

７
条

の
４

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

計
画

の
通

知
に

対
す

る
審
査
 

建
築

設
備

を

設
置

す
る

場

合
(
確

認
済

証
の

交
付

を

受
け

た
建

築

設
備

の
計

画

の
変

更
を

し

て
建

築
設

備

を
設

置
す

る

場
合

を
除

く
。
)
 

小
荷

物

専
用

昇

降
機

以

外
の

建

築
設
備
 

1
基
に
つ
き
 
2
9
,
0
0
0
円
 

小
荷

物

専
用

昇

降
機
 

1
基
に
つ
き
 
1
4
,
0
0
0
円
 

確
認

済
証

の

交
付

を
受

け

た
建

築
設

備

の
計

画
の

変

更
を

し
て

建

築
設

備
を

設

置
す
る
場
合

 小
荷

物

専
用

昇

降
機

以

外
の

建

築
設
備
 

1
基
に
つ
き
 
1
6
,
0
0
0
円
 

小
荷

物

専
用

昇

1
基
に
つ
き
 
1
2
,
0
0
0
円
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降
機
 

法
第

８
８

条
第

１
項

又
は

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確
認

の
申

請
又

は
法

第
８

８
条

第
１

項
又

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

計
画

の
通

知
に
対

す
る
審
査
 

工
作

物
を

築

造
す

る
場

合

（
確

認
済

証

の
交

付
を

受

け
た

工
作

物

の
計

画
の

変

更
を

し
て

工

作
物

を
築

造

す
る

場
合

を

除
く
。
）

 

1基
に
つ
き
 
13
,5
0
0円

 

確
認

済
証

の

交
付

を
受

け

た
工

作
物

の

計
画

の
変

更

を
し

て
工

作

物
を

築
造

す

る
場
合

 

1基
に
つ
き
 
5,
50
0
円
 

 

降
機
 

法
第

８
８

条
第

１
項

又
は

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確
認

の
申

請
又

は
法

第
８

８
条

第
１

項
又

は
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

計
画

の
通

知
に
対
す
る
審
査
 

工
作

物
を

築

造
す

る
場

合

（
確

認
済

証

の
交

付
を

受

け
た

工
作

物

の
計

画
の

変

更
を

し
て

工

作
物

を
築

造

す
る

場
合

を

除
く
。
）

 

1
基
に
つ
き
 
2
6
,
0
0
0
円
 

確
認

済
証

の

交
付

を
受

け

た
工

作
物

の

計
画

の
変

更

を
し

て
工

作

物
を

築
造

す

る
場
合

 

1
基
に
つ
き
 
1
4
,
0
0
0
円
 

 

２
 

（
略
）

 
２
 
（
略
）
 

３
 

完
了
検

査
申
請
等
手
数
料
 

３
 
完
了
検
査
申
請
等
手
数
料
 

事
務
の
種
類
 

区
分
 

金
額
 

法
第

７
条

第
１

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合
を

含
む
。
）

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
対

す
る

法
第

７

条
の

３

第
１

項

の
特

定

工
程

に

係
る

建

築
物

以

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

11
,5
00
円

 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

13
,5
00
円

 

事
務
の
種
類
 

区
分
 

金
額
 

法
第

７
条

第
１

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合
を
含
む
。
）

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
対

す
る

法
第

７

条
の

３

第
１

項

の
特

定

工
程

に

係
る

建

築
物

以

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
7
,
0
0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

3
3
,
0
0
0
円
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完
了

検
査

又
は

法
第

１
８

条
第

１
５

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
の

規
定
に

よ
る

完
了

の
通

知
に

対
す

る
完

了
検
査

 

外
の

建

築
物

に

関
す

る

完
了

検

査
又

は

完
了

の

通
知

に

対
す

る

完
了

検

査
 

分
が
含

ま
れ

な
い
場
合
 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

17
,5
00
円
 

床
面

積
の

合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
5
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

24
,0
00
円
 

床
面

積
の

合
計

が
5

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
内

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

38
,5
00
円
 

床
面

積
の

合
計

が

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内

の
も
の

 

1
件

に
つ

き
 

57
,0
00
円
 

床
面

積
の

合
計

が

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

内
の
も
の

 

1
件

に
つ

き
 

12
8,
00
0円

 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

1
件

に
つ

き
 

21
0,
00
0円

 

完
了

検
査

又
は

法
第

１
８

条
第

２
０

項
（

法
第

８
７

条
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。
）
の
規
定
に

よ
る

完
了

の
通

知
に

対
す

る
完

了
検
査
 

外
の

建

築
物

に

関
す

る

完
了

検

査
又

は

完
了

の

通
知

に

対
す

る

完
了

検

査
 

分
が
含

ま
れ

な
い
場
合
 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

4
3
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

5
9
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
内

の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

9
2
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
1
7
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
8
3
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

1
件

に
つ

き
 

2
8
4
,
0
0
0
円
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内
の
も
の
 

床
面

積
の

合
計

が
5

0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

42
0,
00
0円

 

（
略
）
 

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

分
が
含

ま
れ

る
場
合
 

1
件

に
つ

き
、

完
了

検
査

の
申

請

又
は

完
了

の
通

知
に

係
る

計
画

に

法
第

８
７

条
の

４
の

昇
降

機
に

係

る
部

分
が

含
ま

れ
な

い
場

合
の

手

数
料
の
額
に
、
当
該
昇
降
機
に
つ
い

て
、
法
第
８
７
条
の
４
に
お
い
て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定

に
よ

る
申

請
に

対
す

る
完

了
検

査

又
は

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

１
５

項

の
規

定
に

よ
る

完
了

の
通

知
に

対

す
る

完
了

検
査

の
項

に
掲

げ
る

区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
金
額
の

欄
に

定
め

る
額

の
合

計
額

を
加

算

し
た
額

 

法
第

７

条
の

３

第
１

項

の
特

定

工
程

に

係
る

建

築
物

に

関
す

る

完
了

検

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

分
が
含

ま
れ

な
い
場
合
 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

10
,5
00
円

 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

12
,5
00
円

 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

1
件

に
つ

き
 

16
,5
00
円
 

内
の
も
の
 

床
面

積
の

合
計

が
5

0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

5
7
1
,
0
0
0
円
 

（
略
）
 

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

分
が
含

ま
れ

る
場
合
 

1
件

に
つ

き
、

完
了

検
査

の
申

請

又
は

完
了

の
通

知
に

係
る

計
画

に

法
第

８
７

条
の

４
の

昇
降

機
に

係

る
部

分
が

含
ま

れ
な

い
場

合
の

手

数
料
の
額
に
、
当
該
昇
降
機
に
つ
い

て
、
法
第
８
７
条
の
４
に
お
い
て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定

に
よ

る
申

請
に

対
す

る
完

了
検

査

又
は

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

２
０

項

の
規

定
に

よ
る

完
了

の
通

知
に

対

す
る

完
了

検
査

の
項

に
掲

げ
る

区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
金
額
の

欄
に

定
め

る
額

の
合

計
額

を
加

算

し
た
額
 

法
第

７

条
の

３

第
１

項

の
特

定

工
程

に

係
る

建

築
物

に

関
す

る

完
了

検

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

分
が
含

ま
れ

な
い
場
合
 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
5
,
0
0
0
円

 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

3
1
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

1
件

に
つ

き
 

4
1
,
0
0
0
円
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査
又

は

完
了

の

通
知

に

対
す

る

完
了

検

査
 

を
超

え
2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

床
面

積
の

合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
5
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

22
,0
00
円
 

床
面

積
の

合
計

が
5

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
内

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

36
,5
00
円
 

床
面

積
の

合
計

が

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内

の
も
の

 

1
件

に
つ

き
 

53
,0
00
円
 

床
面

積
の

合
計

が

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

内
の
も
の

 

1
件

に
つ

き
 

12
0,
00
0円

 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

内
の
も
の

 

1
件

に
つ

き
 

20
0,
00
0円

 

床
面

積
の

合
計

が
5
1
件

に
つ

き
 

査
又

は

完
了

の

通
知

に

対
す

る

完
了

検

査
 

を
超

え
2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

床
面

積
の

合
計

が
2

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

5
6
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が
3

0
0
平

方
メ

ー
ト

ル

を
超

え
1
,
0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
内

の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

8
9
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

内

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
1
0
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
6
8
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が
1

0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5
0
,
0
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
7
0
,
0
0
0
円
 

床
面

積
の

合
計

が
5
1
件

に
つ

き
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0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
 

41
0,
00
0円

 

（
略
）
 

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

分
が
含

ま
れ

る
場
合
 

1
件

に
つ

き
、

完
了

検
査

の
申

請

又
は

完
了

の
通

知
に

係
る

計
画

に

法
第

８
７

条
の

４
の

昇
降

機
に

係

る
部

分
が

含
ま

れ
な

い
場

合
の

手

数
料
の
額
に
、
当
該
昇
降
機
に
つ
い

て
、
法
第
８
７
条
の
４
に
お
い
て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定

に
よ

る
申

請
に

対
す

る
完

了
検

査

又
は

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

１
５

項

の
規

定
に

よ
る

完
了

の
通

知
に

対

す
る

完
了

検
査

の
項

に
掲

げ
る

区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
金
額
の

欄
に

定
め

る
額

の
合

計
額

を
加

算

し
た
額

 

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
対

す
る

完
了

検
査

又
は

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
１

８
条

第
１

５
項

の
規

定
に

よ
る

完
了
の

通
知
に
対
す
る
完
了
検
査

 

小
荷

物
専

用
昇

降

機
以

外
の

建
築

設

備
 

1
基

に
つ

き
 

13
,5
00
円
 

小
荷

物
専

用
昇

降

機
 

1
基

に
つ

き
 

10
,5
00
円
 

法
第

８
８

条
第

１
項

又
は

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
対

す
る

完
了

検
査

又
は

法
第

８
８

条
第

１
項

又
は

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
１

1基
に
つ
き
 

12
,
00
0円

 

0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
 

5
5
6
,
0
0
0
円
 

（
略
）
 

完
了
検

査
の

申
請
又

は
完

了
の
通

知
に

係
る
計

画
に

法
第
８

７
条

の
４
の

昇
降

機
に
係

る
部

分
が
含

ま
れ

る
場
合
 

1
件

に
つ

き
、

完
了

検
査

の
申

請

又
は

完
了

の
通

知
に

係
る

計
画

に

法
第

８
７

条
の

４
の

昇
降

機
に

係

る
部

分
が

含
ま

れ
な

い
場

合
の

手

数
料
の
額
に
、
当
該
昇
降
機
に
つ
い

て
、
法
第
８
７
条
の
４
に
お
い
て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定

に
よ

る
申

請
に

対
す

る
完

了
検

査

又
は

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て

準
用

す
る

法
第

１
８

条
第

２
０

項

の
規

定
に

よ
る

完
了

の
通

知
に

対

す
る

完
了

検
査

の
項

に
掲

げ
る

区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
金
額
の

欄
に

定
め

る
額

の
合

計
額

を
加

算

し
た
額
 

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
対

す
る

完
了

検
査

又
は

法
第

８
７

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
１

８
条

第
２

０
項

の
規

定
に

よ
る

完
了
の
通
知
に
対
す
る
完
了
検
査

 

小
荷

物
専

用
昇

降

機
以

外
の

建
築

設

備
 

1
基

に
つ

き
 

4
1
,
0
0
0
円
 

小
荷

物
専

用
昇

降

機
 

1
基

に
つ

き
 

2
5
,
0
0
0
円
 

法
第

８
８

条
第

１
項

又
は

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
請

に
対

す
る

完
了

検
査

又
は

法
第

８
８

条
第

１
項

又
は

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
１

1
基
に
つ
き
 
2
8
,
0
0
0
円
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８
条

第
１

５
項

の
規

定
に

よ
る

完
了

の
通
知

に
対
す
る
完
了
検
査
 

 

８
条

第
２

０
項

の
規

定
に

よ
る

完
了

の
通
知
に
対
す
る
完
了
検
査
 

 

４
 

中
間
検

査
申
請
等
手
数
料
 

４
 
中
間
検
査
申
請
等
手
数
料
 

事
務
の
種
類
 

金
額
 

法
第

７
条

の
３

第

１
項

の
規

定
に

よ

る
申

請
に

対
す

る

中
間

検
査

又
は

法

第
１

８
条

第
２

１

項
の

規
定

に
よ

る

特
定

工
程

に
係

る

工
事

の
終

了
の

通

知
に

対
す

る
中

間

検
査

 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が
30
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

11
,0
00
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

3
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

13
,0
00
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

1
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

17
,0
00
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

23
,0
00
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

5
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
,
0
0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

38
,0
00
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
,
0

00
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

52
,0
00
円

 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,

00
0平

方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

11
5,
00
0円

 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

1
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5

0,
00
0平

方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

18
2,
00
0円

 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合
1
件

に
つ

き
 

事
務
の
種
類
 

金
額
 

法
第

７
条

の
３

第

１
項

の
規

定
に

よ

る
申

請
に

対
す

る

中
間

検
査

又
は

法

第
１

８
条

第
２

８

項
の

規
定

に
よ

る

特
定

工
程

に
係

る

工
事

の
終

了
の

通

知
に

対
す

る
中

間

検
査
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が
3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
4
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

3
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

3
0
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

1
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

3
6
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

3
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

4
6
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
,
0
0
0

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

6
3
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

2
,
0

0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

8
4
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

2
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

1
0
,

0
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
6
6
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合

計
が

1
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

5

0
,
0
0
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
6
9
,
0
0
0
円
 

中
間

検
査

を
行

う
部

分
の

床
面

積
の

合
1
件

に
つ

き
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計
が

5
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る

も
の
 

36
1,
00
0円

 

 

計
が

5
0
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る

も
の
 

5
5
6
,
0
0
0
円
 

 

５
～
８
 

（
略
）
 

５
～
８
 
（
略
）
 

９
 

低
炭
素

建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
申
請
手
数
料
 

９
 
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
申
請
手
数
料
 

事
務
の

種
類

 

区
分

 
金
額
 

都
市

の

低
炭

素

化
の

促

進
に

関

す
る

法

律
第

５

３
条

第

１
項

の

規
定

に

よ
る

認

定
の

申

請
に

対

す
る

審

査
 

建
物

の

用
途
 

評
価
方
法

 
床

面
積

の
合

計
 ア

 
適

合
証

等
を

添
付

し
て

申
請

し
た
場
合
 

イ
 

ア
以

外

の
場
合
 

一
戸

建

て
の

住

宅
 

建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

基
準

等

を
定

め
る

省

令
（
平
成
２
８

年
経

済
産

業

省
・
国
土
交
通

省
令
第
１
号
。

以
下

こ
の

項

の
表

に
お

い

て
「
省
令
」
と

い
う
。
）
第
１

０
条

第
２

号

イ
⑴

及
び

ロ

⑴
に

よ
る

も

の
 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の

 

1件
に
つ
き
 

4,
60
0円

 

1件
に
つ
き
 

33
,1
00
円
 

 
2
0
0
㎡

以
上

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

4,
60
0円

 

1
件

に
つ

き
 

37
,0
00
円
 

 
省

令
第

１
０

条
第

２
号

イ

2
0
0
㎡

未
満

の

1
件

に
つ

き
 

4,
60
0円

 

1
件

に
つ

き
 

17
,0
00
円
 

事
務
の

種
類
 

区
分
 

金
額
 

 
建

物
の

用
途
 

評
価
方
法
 
床
面
積
の
合
計
 

都
市

の

低
炭

素

化
の

促

進
に

関

す
る

法

律
第

５

３
条

第

１
項

の

規
定

に

よ
る

認

定
の

申

請
に

対

す
る

審

査
 

 

ア
 

適

合
証

等

を
添

付

し
て

申

請
し

た

場
合
 

一
戸
建
て
の
住
宅
 

1
件

に
つ

き
 

4
,
7
0
0円

 

共
同
住
宅
等
 

3
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

9
,
3
0
0円

 

3
0
0
㎡
以
上
2
,
0
0

0
㎡
未
満
の
も
の
 1
件

に
つ

き
 

1
9
,
8
0
0円

 

2
,
0
0
0
㎡
以
上
5
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

4
4
,
1
0
0円

 

5
,
0
0
0㎡

以
上
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

7
9
,
0
0
0円

 

非
住
宅
の
部
分
 

3
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

9
,
1
0
0円

 

3
0
0
㎡
以
上
1
,
0
0

0
㎡
未
満
の
も
の
 1
件

に
つ

き
 

1
5
,
9
0
0円

 

1
,
0
0
0
㎡
以
上
2
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

2
5
,
9
0
0円
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⑵
及

び
ロ

⑵

に
よ
る
も
の

 

 

も
の

 

 
2
0
0
㎡

以
上

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

4,
60
0円

 

1
件

に
つ

き
 

18
,3
00
円
 

共
同

住

宅
等

 
省

令
第

１
０

条
第

２
号

イ

⑴
及

び
ロ

⑴

に
よ
る
も
の

 

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

9,
10
0円

 

1
件

に
つ

き
 

66
,7
00
円
 

3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

19
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

11
1,
30
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

43
,3
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

18
9,
40
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

77
,6
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

27
1,
50
0円

 

省
令

第
１

０

条
第

２
号

イ

⑵
及

び
ロ

⑵

に
よ
る
も
の

 

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

9,
10
0円

 

1
件

に
つ

き
 

31
,9
00
円
 

 
3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

19
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

55
,0
00
円
 

   

2
,
0
0
0
㎡
以
上
5
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

7
7
,
6
0
0
円
 

5
,
0
0
0
㎡

以
上

1

0
,
0
0
0㎡

未
満
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
2
2
,
8
0
0
円
 

1
0
,
0
0
0
㎡
以
上
2

5
,
0
0
0㎡

未
満
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
5
5
,
1
0
0
円
 

2
5
,
0
0
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
9
3
,
8
0
0
円
 

イ
 

ア

以
外

の

場
合
 

一
戸

建

て
の

住

宅
 

建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

基
準

等

を
定

め
る

省

令
（

平
成

２

８
年

経
済

産

業
省

・
国

土

交
通

省
令

第

１
号

。
以

下

こ
の

項
の

表

に
お

い
て

「
省

令
」

と

い
う
。
）
第
１

０
条

第
２

号

イ
⑴

及
び

ロ

⑴
に

よ
る

も

の
 

2
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

3
3
,
1
0
0
円
 

2
0
0㎡

以
上
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

3
7
,
0
0
0
円
 

省
令

第
１

０
2
0
0㎡

未
満
の
も

1
件

に
つ

き
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2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

43
,3
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

99
,6
00
円
 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

77
,6
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

15
0,
70
0円

 

非
住

宅

の
部
分
 

 

省
令

第
１

０

条
第

１
号

に

よ
る
も
の
 

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

9,
10
0円

 

1
件

に
つ

き
 

21
9,
80
0円

 

3
0
0
㎡

以
上

1
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の

 

1
件

に
つ

き
 

15
,9
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

27
5,
30
0円

 

1
,
0
0
0

㎡
以

上

2
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

25
,9
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

35
5,
50
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

77
,6
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

50
7,
30
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

1
件

に
つ

き
 

12
2,
80
0円

 

1
件

に
つ

き
 

62
4,
90
0円

 

条
第

２
号

イ

⑵
及

び
ロ

⑵

に
よ
る
も
の

 の
 

1
7
,
0
0
0
円
 

2
0
0㎡

以
上
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

1
8
,
3
0
0
円
 

省
令

第
１

０

条
第

２
号

イ

⑴
及

び
ロ

⑵

に
よ

る
も

の

又
は

同
号

イ

⑵
及

び
ロ

⑴

に
よ
る
も
の

 2
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

2
5
,
2
0
0
円
 

2
0
0㎡

以
上
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

2
7
,
8
0
0
円
 

共
同

住

宅
等
 

省
令

第
１

０

条
第

２
号

イ

⑴
及

び
ロ

⑴

に
よ
る
も
の

 3
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

6
6
,
7
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上
2
,
0
0

0
㎡
未
満
の
も
の
 1
件

に
つ

き
 

1
1
1
,
3
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡
以
上
5
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

1
8
9
,
4
0
0
円
 

5
,
0
0
0㎡

以
上
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
7
1
,
5
0
0
円
 

省
令

第
１

０

条
第

２
号

イ

⑵
及

び
ロ

⑵

に
よ
る
も
の

 3
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

3
1
,
9
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上
2
,
0
0

0
㎡
未
満
の
も
の
 1
件

に
つ

き
 

5
5
,
0
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡
以
上
5
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

9
9
,
6
0
0
円
 

 

 
5
,
0
0
0㎡

以
上
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
5
0
,
7
0
0
円
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1
0
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も

の
 

1
0
,
0
0
0

㎡
以

上

2
5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

15
5,
10
0円

 

1
件

に
つ

き
 

73
8,
50
0円

 

2
5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も

の
 1
件

に
つ

き
 

19
3,
80
0円

 

1
件

に
つ

き
 

84
2,
50
0円

 

複
合

建

築
物

 
非

住
宅

部
分

認
定

相
当

額
に

住
宅

部
分

認
定

相
当

額
を

加
算
し
た
額

 

都
市

の

低
炭

素

化
の

促

進
に

関

す
る

法

律
第

５

５
条

第

１
項

の

規
定

に

よ
る

変

更
の

認

定
の

申

請
に

対

す
る

審

査
 

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
５

３
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
の

項
に

掲
げ

る
区

分
に

応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
金
額
の
欄
に
定
め
る
額
に

10
0分

の
50
を
乗
じ

て
得
た
額
 

     

備
考

 

省
令

第
１

０

条
第

２
号

イ

⑴
及

び
ロ

⑵

に
よ

る
も

の

又
は

同
号

イ

⑵
及

び
ロ

⑴

に
よ
る
も
の

 

  

3
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

5
0
,
2
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上
2
,
0
0

0
㎡
未
満
の
も
の
 1
件

に
つ

き
 

8
4
,
4
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡
以
上
5
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

1
4
6
,
9
0
0
円
 

5
,
0
0
0㎡

以
上
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
1
4
,
7
0
0
円
 

非
住

宅

の
部
分
 

 

省
令

第
１

０

条
第

１
号

に

よ
る
も
の

 

3
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

2
1
9
,
8
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上
1
,
0
0

0
㎡
未
満
の
も
の
 1
件

に
つ

き
 

2
7
5
,
3
0
0
円
 

1
,
0
0
0
㎡
以
上
2
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

3
5
5
,
5
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡
以
上
5
,

0
0
0㎡

未
満
の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

5
0
7
,
3
0
0
円
 

5
,
0
0
0
㎡

以
上

1

0
,
0
0
0㎡

未
満
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

6
2
4
,
9
0
0
円
 

1
0
,
0
0
0
㎡
以
上
2

5
,
0
0
0㎡

未
満
の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

7
3
8
,
5
0
0
円
 

2
5
,
0
0
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

8
4
2
,
5
0
0
円
 

複
合
建
築
物
 

非
住

宅
部

分
認

定
相

当
額

に
住

宅
部

分
認

定
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⑴
 

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
５

４
条

第
２

項
の

規

定
に

よ
り

同
法

第
５

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
認

定
の

申
請

に
併

せ
て
、
確
認
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
の
手
数
料
は
、
こ
の
表
を

適
用

し
て

得
ら

れ
た

手
数

料
の

額
に

別
表

第
４

第
１

項
の

表
を

適
用

し
て
得
ら
れ
た
手
数
料
の
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

⑵
 

「
適
合
証
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
い
う
。
 

ア
 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
２
７
年
法
律
第
５
３
号
）
第
１
５
条
第
１
項
の
登
録
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
（
以

下
「
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
判
定
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
１
項
の
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
（
以
下

「
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
」
と
い
う
。
）
が
、
認
定
を

求
め
る
低

炭
素

建
築

物
新

築
等

計
画

が
都

市
の

低
炭

素
化

の
促

進
に

関
す

る

法
律
第
５
４
条
第
１
項
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
と
評
価
（
登
録
住

宅
性
能
評
価
機
関
に
あ
つ
て
は
、
住
宅
の
み
の
用
途
に
供
す
る
建
築

物
又

は
複

合
建

築
物

に
お

け
る

住
宅

部
分

が
認

定
対

象
の

場
合

に

限
る
。
）
し
て
、
同
法
第
５
３
条

の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
の
前

に
申
請
者
に
交
付
し
た
書
面
 

イ
 

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
に

規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
（
日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
（
平

成
１
３
年
国
土
交
通
省
告
示
第
１
３
４
６
号
）
に
基
づ
く
断
熱
等
性

能
等
級
５
、
等
級
６
又
は
等
級
７
及
び
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等

級
６
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
写
し
 

 

相
当
額
を
加
算
し
た
額
 

都
市

の

低
炭

素

化
の

促

進
に

関

す
る

法

律
第

５

５
条

第

１
項

の

規
定

に

よ
る

変

更
の

認

定
の

申

請
に

対

す
る

審

査
 

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
５

３
条

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
の

項
に

掲
げ

る
区

分
に

応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
金
額
の
欄
に
定
め
る
額
に

1
0
0
分
の
5
0を

乗
じ

て
得
た
額
 

    

備
考

 

⑴
 
都

市
の
低

炭
素
化

の
促

進
に
関

す
る
法

律
第
５

４
条

第
２
項

の
規
定

に
よ

り
同

法
第

５
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
申

請
に

併
せ

て
、
確

認
の

申
請
書

が
提

出
さ
れ
た

場
合

の
手
数

料
は

、
こ
の
表

を
適

用
し
て

得
ら

れ
た
手

数
料

の
額
に
別

表
第

４
第
１

項
の

表
を
適
用

し
て

得
ら
れ
た
手
数
料
の
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

⑵
 
「
適
合
証
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
い
う
。
 

ア
 
建

築
物

の
エ
ネ

ル
ギ

ー
消
費
性

能
の

向
上
等

に
関

す
る
法
律

（
平

成
２
７

年
法

律
第

５
３

号
）
第

１
４

条
第

１
項

の
登

録
建
築

物
エ

ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

判
定

機
関
（

以
下

「
登

録
建

築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー

消

費
性
能

判
定

機
関

」
と

い
う
。

）
又

は
住

宅
の

品
質

確
保
の

促
進

等

に
関
す

る
法

律
第

５
条

第
１
項

の
登

録
住

宅
性

能
評

価
機
関

（
以

下

「
登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関
」

と
い

う
。

）
が

、
認

定
を
求

め
る

低
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炭
素
建

築
物

新
築

等
計

画
が
都

市
の

低
炭

素
化

の
促

進
に
関

す
る

法

律
第
５

４
条

第
１

項
各

号
の
基

準
に

適
合

す
る

と
評

価
（
登

録
住

宅

性
能
評

価
機

関
に

あ
つ

て
は
、

住
宅

の
み

の
用

途
に

供
す
る

建
築

物

又
は

複
合

建
築

物
に

お
け

る
住

宅
部

分
が

認
定

対
象

の
場

合
に

限

る
。
）

し
て

、
同

法
第

５
３
条

の
規

定
に

よ
る

認
定

の
申
請

の
前

に

申
請
者
に
交
付
し
た
書
面
 

イ
 
住

宅
の

品
質
確

保
の

促
進
等
に

関
す

る
法
律

第
６

条
第
１
項

に
規

定
す
る

設
計

住
宅

性
能

評
価
書

（
日

本
住

宅
性

能
表

示
基
準

（
平

成

１
３
年

国
土

交
通

省
告

示
第
１

３
４

６
号

）
に

基
づ

く
断
熱

等
性

能

等
級
５

、
等

級
６

又
は

等
級
７

及
び

一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消
費

量
等

級

６
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
写
し
 

ウ
 
ア

及
び

イ
に
掲

げ
る

も
の
の
ほ

か
、

こ
れ
ら

に
類

す
る
も
の

と
し

て
市
長
が
別
に
定
め
る
も
の
 

 

１
０
 

（
略

）
 

１
０
 
（
略
）
 

１
１
 

建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
等
申
請
手
数
料
 

１
１
 
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
等
申
請
手
数
料
 

⑴
 

建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
 

⑴
 
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
 

事
務

の
種
類
 

区
分
 

金
額
 

建
物

の

用
途

 

評
価
方
法
 

床
面
積
の
合
計
 

建
築

物
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
の

向

上
等

に
関

す

る
法

律
第

１

２
条

第
１

項

又
は

第
１

３

条
第

２
項

の

規
定

に
よ

る

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
務
の
種
類
 

区
分
 

金
額
 

建
物

の

用
途
 

評
価
方
法
 

床
面
積
の
合
計
 

建
築

物
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
の

向

上
等

に
関

す

る
法

律
第

１

１
条

第
１

項

又
は

第
１

２

条
第

２
項

の

規
定

に
よ

る

一
戸

建

て
の

住

宅
 

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

等
を

定
め

る
省
令（

平
成
２

８
年

経
済

産
業

省
・
国
土
交
通
省

令
第
１
号
。以

下

こ
の

項
の

表
に

お
い
て
「
省
令
」

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

3
3
,
6
0
0
円
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

3
7
,
6
0
0
円
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建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

適
合

性

判
定

の
申

請

に
対

す
る

審

査
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

                        

 
 

 
 

 
 

 
 

建
築

物
エ

ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

適
合

性

判
定

の
申

請

に
対

す
る

審

査
 

と
い
う
。
）
第
１

条
第

１
項

第
２

号
イ

⑴
及

び
ロ

⑴
に
よ
る
も
の
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
２

号
イ

⑵
及

び
ロ

⑵
に

よ
る
も
の
 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

1
7
,
2
0
0
円
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
8
,
5
0
0
円
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
２

号
イ

⑴
及

び
ロ

⑵
に

よ
る

も
の

又
は

同
号

イ
⑵

及
び

ロ
⑴

に
よ

る
も

の
 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

2
5
,
1
0
0
円
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

2
7
,
7
0
0
円
 

共
同

住

宅
等
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
２

号
イ

⑴
及

び
ロ

⑴
に

よ
る
も
の
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

6
7
,
8
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上

2
,
0

0
0
㎡
未

満
の

も

の
 

1
件
に
つ
き
 

1
1
3
,
3
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
9
2
,
9
0
0
円
 

5
,
0
0
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

2
7
6
,
5
0
0
円
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
２

号
イ

⑵
及

び
ロ

⑵
に

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

3
2
,
3
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上

2
,
0
1
件
に
つ
き
 

- 130 -



                 

非
住

宅

部
分

(
建

築
物

の

エ
ネ

ル

ギ
ー

消

費
性

能

の
向

上

等
に

関

す
る

法

律
第

１

１
条

第

１
項

の

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

等
を

定
め

る
省
令

(平
成
２

８
年

経
済

産
業

省
・
国
土
交
通
省

令
第
１
号
。
以
下

こ
の

項
の

表
に

お
い
て
「
省
令
」

と
い
う
。

)第
１

条
第

１
項

第
１

号
イ

に
よ

る
も

  3
0
0
㎡

以
上
1
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

  1
件

に
つ

き
 

28
3,
90
0円

 

（
略
）
 

よ
る
も
の
 

0
0
㎡
未

満
の

も

の
 

5
6
,
0
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
0
1
,
4
0
0
円
 

5
,
0
0
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
5
3
,
4
0
0
円
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
２

号
イ

⑴
及

び
ロ

⑵
に

よ
る

も
の

又
は

同
号

イ
⑵

及
び

ロ
⑴

に
よ

る
も

の
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

5
0
,
1
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上

2
,
0

0
0
㎡
未

満
の

も

の
 

1
件
に
つ
き
 

8
4
,
3
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
4
6
,
8
0
0
円
 

5
,
0
0
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

2
1
4
,
6
0
0
円
 

非
住

宅

部
分
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
１

号
イ

に
よ
る
も
の
 

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

2
2
3
,
8
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上

1
,
0

0
0
㎡
未

満
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

2
8
3
,
9
0
0
円
 

（
略
）
 

     

- 131 -



非
住

宅

部
分

を

い
う
。
以

下
こ

の

項
の

表

に
お

い

て
同

じ
。

) 

の
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
１

号
ロ

に
よ
る
も
の

 

  3
0
0
㎡

以
上
1
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

  1
件

に
つ

き
 

11
0,
30
0円

 

（
略
）
 

工
場
、
倉

庫
等

 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
１

号
イ

に
よ
る
も
の

 

 

  

  

3
0
0
㎡

以
上
1
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

1
件

に
つ

き
 

30
,7
00
円

 

 
  

1
,
0
0
0
㎡

以
上

2
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

42
,7
00
円

 

 
2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

80
,5
00
円

 

 
5
,
0
0
0
㎡
以

上
1

0
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

12
7,
50
0円

 

 
1
0
,
0
0
0
㎡
以

上

2
5
,
0
0
0
㎡
未

満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

16
1,
00
0円

 

 
2
5
,
0
0
0
㎡
以

上

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

20
1,
30
0円

 

省
令

第
１

条
第

 
 

 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
１

号
ロ

に
よ
る
も
の
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

8
5
,
6
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上

1
,
0

0
0
㎡
未

満
の

も

の
 

1
件

に
つ

き
 

1
1
0
,
3
0
0
円
 

（
略
）
 

 

工
場
、
倉

庫
等
 

省
令

第
１

条
第

１
項

第
１

号
イ

に
よ
る
も
の
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ
き
 

2
2
,
4
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上

1
,
0

0
0
㎡
未

満
の

も

の
 

1
件
に
つ
き
 

3
0
,
3
0
0
円
 

1
,
0
0
0
㎡

以
上

2
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

4
2
,
2
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
0
0
,
1
0
0
円
 

5
,
0
0
0
㎡
以
上
1

0
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
4
8
,
1
0
0
円
 

1
0
,
0
0
0
㎡
以
上

2
5
,
0
0
0
㎡
未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
8
3
,
0
0
0
円
 

2
5
,
0
0
0
㎡
以
上

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

2
2
6
,
5
0
0
円
 

省
令

第
１

条
第

3
0
0
㎡

未
満

の
1
件
に
つ
き
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１
項

第
１

号
ロ

に
よ
る
も
の

 
 3
0
0
㎡

以
上
1
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

 1
件

に
つ

き
 

30
,7
00
円

 
  

1
,
0
0
0
㎡

以
上

2
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

42
,7
00
円

 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

80
,5
00
円

 

5
,
0
0
0
㎡
以

上
1

0
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

12
7,
50
0円

 

1
0
,
0
0
0
㎡
以

上

2
5
,
0
0
0
㎡
未

満

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

16
1,
00
0円

 

2
5
,
0
0
0
㎡
以

上

の
も
の
 

1
件

に
つ

き
 

20
1,
30
0円

 

(略
) 

 

１
項

第
１

号
ロ

に
よ
る
も
の
 

も
の
 

1
8
,
5
0
0
円
 

3
0
0
㎡
以
上

1
,
0

0
0
㎡
未

満
の

も

の
 

1
件
に
つ
き
 

2
6
,
0
0
0
円
 

1
,
0
0
0
㎡

以
上

2
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

3
6
,
9
0
0
円
 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

9
3
,
5
0
0
円
 

5
,
0
0
0
㎡
以
上
1

0
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
4
0
,
9
0
0
円
 

1
0
,
0
0
0
㎡
以
上

2
5
,
0
0
0
㎡
未
満

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

1
7
5
,
1
0
0
円
 

2
5
,
0
0
0
㎡
以
上

の
も
の
 

1
件
に
つ
き
 

2
1
7
,
2
0
0
円
 

(略
) 

 

⑵
 

建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
 

⑵
 
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認
定
 

事
務
の
種

類
 

区
分
 

金
額
 

建
物
の

用
途
 

評
価
方

法
 

床
面
積
の
合
計

 ア
 

適
合

証

等
を

添
付

し
て

申
請

し
た
場
合
 

イ
 

ア
以

外
の

場

合
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

非
住

宅

部
分
 

省
令

第

１
０

条

第
１

号

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き
 

23
0
,

30
0円

 

事
務
の
種

類
 

区
分
 

金
額

 

 
建
物
の
用

途
 

評
価
方
法
 

床
面

積

の
合
計
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

ア
 

適

合
証

等

を
添

付

し
て

申

請
し

た

一
戸
建
て
の
住
宅
 

1
件
に
つ

き
 
4
,
7

0
0円

 

共
同
住
宅
等
 

3
0
0
㎡

未
満

の

1
件
に
つ

き
 
9
,
3
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能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

３
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査
 

イ
⑴

及

び
ロ

⑴

に
よ

る

も
の
 

3
00

㎡
以

上
1
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

1件
に
つ
き
 

16
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

28
3
,

90
0円

 

1
,
0
0
0
㎡

以
上

2
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

27
,1
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

37
2
,

50
0円

 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

81
,3
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

53
1
,

60
0円

 

5
,0

00
㎡
以

上
1

0
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

12
8,
70
0円

 

1
件

に
つ

き
 

65
4
,

80
0円

 

1
0,

00
0
㎡

以
上

2
5,

00
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

16
2,
50
0円

 

1
件

に
つ

き
 

77
4
,

00
0円

 

2
5,

00
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

20
3,
10
0円

 

1
件

に
つ

き
 

88
2
,

90
0円

 

省
令

第

１
０

条

第
１

号

イ
⑵

及

び
ロ

⑵

に
よ

る

も
の
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き
 

88
,
1

00
円
 

3
00

㎡
以

上
1
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

1件
に
つ
き
 

16
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

11
0
,

30
0円

 

1
,
0
0
0
㎡

以
上

2
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

27
,1
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

14
7
,

70
0円

 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

1件
に
つ
き
 

1
件

に
つ

る
法

律
第

２
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る
審
査
 場

合
 

も
の
 

0
0
円
 

3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
1
9
,

8
0
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 
4
4
,

1
0
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 
7
9
,

0
0
0円

 

非
住
宅
部
分
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
9
,
5

0
0円

 

3
0
0
㎡

以
上

1
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
1
6
,

4
0
0円

 

1
,
0
0
0

㎡
以

上

2
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 
2
7
,

1
0
0円

 

2
,
0
0
0
1
件
に
つ
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5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

81
,3
00
円
 

 

き
 

23
9
,

10
0円

 

5
,0

00
㎡
以

上
1

0
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

12
8,
70
0円

 

1
件

に
つ

き
 

31
2
,

30
0円

 

1
0,

00
0
㎡

以
上

2
5,

00
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

16
2,
50
0円

 

1
件

に
つ

き
 

37
5
,

20
0円

 

2
5,

00
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

20
3,
10
0円

 

1
件

に
つ

き
 

44
0
,

20
0円

 

住
宅

部
分

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
１

１
条

第
１

項
の

住
宅

部
分

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
の

表
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

一
戸

建

て
の

住

宅
 

省
令

第

１
０

条

第
２

号

イ
⑴

及

び
ロ

⑴

に
よ

る

も
の
 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き
 

34
,
7

00
円
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き
 

38
,
7

00
円
 

省
令

第

１
０

条

第
２

号

イ
⑵

及

び
ロ

⑵

に
よ

る

も
の
 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き
 

17
,
7

00
円
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き
 

19
,
1

00
円
 

共
同

住

宅
等
 

省
令

第

１
０

条

第
２

号

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き
 

69
,
9

00
円
 

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 き

 
8
1
,

3
0
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

1
0
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

1
2

8
,
7
0
0円

 

1
0
,
0
0
0

㎡
以

上

2
5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

1
6

2
,
5
0
0円

 

2
5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

2
0

3
,
1
0
0円

 

イ
 

ア

以
外

の

場
合
 

住
宅

部
分
 一

戸

建
て

の
住

宅
 

省
令

第
１

０
条

第

２
号

イ
⑴

及
び

ロ

⑴
に
よ
る
も
の

 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
3
4
,

7
0
0円

 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
3
8
,

7
0
0円

 

省
令

第
１

０
条

第

２
号

イ
⑵

及
び

ロ

⑵
に
よ
る
も
の

 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

 

1 件
に
つ

き
 
1
7
,

7
0
0円
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イ
⑴

及

び
ロ

⑴

に
よ

る

も
の
 

3
00

㎡
以

上
2
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

1件
に
つ
き
 

20
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

11
6
,

60
0円

 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

45
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

19
8
,

50
0円

 

5
,
0
0
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

81
,3
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

28
4
,

50
0円

 

省
令

第

１
０

条

第
２

号

イ
⑵

及

び
ロ

⑵

に
よ

る

も
の
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1件
に
つ
き
 

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き
 

33
,
3

00
円
 

3
00

㎡
以

上
2
,
0

0
0
㎡

未
満

の
も

の
 

1件
に
つ
き
 

20
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

57
,
7

00
円
 

2
,
0
0
0
㎡

以
上

5
,
0
0
0
㎡

未
満

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

45
,4
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

10
4
,

40
0円

 

5
,
0
0
0
㎡

以
上

の
も
の
 

1件
に
つ
き
 

81
,3
00
円
 

1
件

に
つ

き
 

15
7
,

90
0円

 

複
合

建

築
物
 

非
住

宅
部

分
認

定
相

当
額

に
住

宅
部

分
認

定
相

当
額

を
加
算
し
た
額

 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律

第
３

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

の
項

に
掲

げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
項
金
額
の
欄
に
定
め
る
額
に

10

0分
の
50
を
乗
じ
て
得
た
額
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
1
9
,

1
0
0円

 

省
令

第
１

０
条

第

２
号

イ
⑴

及
び

ロ

⑵
に

よ
る

も
の

又

は
同

号
イ

⑵
及

び

ロ
⑴
に
よ
る
も
の
 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
2
5
,

2
0
0円

 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
2
7
,

8
0
0円

 

共
同

住
宅

等
 

省
令

第
１

０
条

第

２
号

イ
⑴

及
び

ロ

⑴
に
よ
る
も
の

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
6
9
,

9
0
0円

 

3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 

1
1

6
,
6
0
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

1
9

8
,
5
0
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

2
8

4
,
5
0
0円

 

省
令

第
１

０
条

第

２
号

イ
⑵

及
び

ロ

⑵
に
よ
る
も
の

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
3
3
,

3
0
0円
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る
法

律
第

３
６

条
の

規
定

に
よ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

認
定

の
変

更
申

請
に

対
す

る
審

査
 

備
考

 

⑴
 
建
築

物
の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費
性
能

の
向
上

等
に

関
す

る
法
律
第
３

５
条
第

２
項
後

段
（

同
法
第

３
６
条

第
２
項

に
お

い
て
準

用
す
る
場

合
を
含

む
。
）

の
規

定
に
よ

り
同
法

第
３
４

条
第

１
項
の

規
定
に
よ

る
認
定

の
申
請

に
併

せ
て
、

確
認
の

申
請
書

が
提

出
さ
れ

た
場
合
の

手
数
料

は
、
こ

の
表

又
は
備

考
第
４

号
若
し

く
は

第
５
号

を
適
用
し

て
得
ら

れ
た
手

数
料

の
額
に

別
表
第

４
第
１

項
の

表
を
適

用
し
て
得

ら
れ
た
手
数
料
の
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

⑵
 
「
適
合
証
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
い
う
。
 

ア
 
登

録
建
築

物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能
判

定
機

関
又
は

登
録
住
宅

性
能
評

価
機

関
が
、

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消
費

性
能

の
向

上
等

に
関
す

る
法

律
第
３

５
条

第
１

項
各

号
の

基
準
に

適
合

す
る

と
評

価
（
登

録
住

宅
性
能

評
価

機
関

に
あ

つ
て

は
、
住

宅
の

み
の

用
途

に
供
す

る
建

築
物
又

は
複

合
建

築
物

に
お

け
る
住

戸
が

認
定

対
象

の
場
合

に
限

る
。
）

し
て

、
認

定
の

申
請

の
前
に

申
請

者
に

交
付

し
た
書
面
 

イ
 
住

宅
の
品

質
確

保
の
促

進
等
に

関
す
る

法
律

第
６
条

第
１
項
に

規
定
す

る
設

計
住
宅

性
能

評
価

書
（

日
本

住
宅
性

能
表

示
基

準
に

3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
5
7
,

7
0
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

1
0

4
,
4
0
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

1
5

7
,
9
0
0円

 

省
令

第
１

０
条

第

２
号

イ
⑴

及
び

ロ

⑵
に

よ
る

も
の

又

は
同

号
イ

⑵
及

び

ロ
⑴
に
よ
る
も
の
 

   

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
5
0
,

2
0
0円

 

3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
8
4
,

4
0
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

1
4

6
,
9
0
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

1
件
に
つ

き
 

2
1
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基
づ
く

断
熱

等
性
能

等
級

５
、

等
級

６
又

は
等
級

７
及

び
一

次
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
６
）
の
写
し

 

⑶
 
申
請

建
築
物

及
び

他
の

建
築
物
に

係
る
手

数
料

は
、

建
築
物
（
認

定
の

変
更

申
請

に
あ

つ
て

は
、

計
画

の
変

更
に

係
る

建
築

物
に

限

る
。
）
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

⑷
 
共
同

住
宅
等

又
は

複
合

建
築
物
に

係
る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

性
能
向

上
計
画

認
定

申
請
手

数
料
の

額
は
、

建
築

物
の
延

べ
面
積
か

ら
住
宅

部
分
の

共
用

部
分
の

面
積
を

除
い
た

面
積

を
審
査

の
対
象
と

す
る
と

き
は
、

建
築

物
の
延

べ
面
積

か
ら
住

宅
部

分
の
共

用
部
分
の

面
積
を

除
い
た

面
積

を
建
築

物
の
延

べ
面
積

と
み

な
し
て

算
定
し
た

手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 

 

の
も
の
 4
,
7
0
0
円
 

非
住

宅
部

分
 

省
令

第
１

０
条

第

１
号

イ
⑴

及
び

ロ

⑴
に
よ
る
も
の

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 

2
3

0
,
3
0
0円

 

3
0
0
㎡

以
上

1
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 

2
8

3
,
9
0
0円

 

1
,
0
0
0

㎡
以

上

2
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

3
7

2
,
5
0
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

5
3

1
,
6
0
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

1
0
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

6
5

4
,
8
0
0円

 

1
0
,
0
0
0

㎡
以

上

2
5
,
0
0
0

㎡
未

満

1
件
に
つ

き
 

7
7

4
,
0
0
0円
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の
も
の
 

2
5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

8
8

2
,
9
0
0円

 

省
令

第
１

０
条

第

１
号

イ
⑵

及
び

ロ

⑵
に
よ
る
も
の

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 
8
8
,

1
0
0円

 

3
0
0
㎡

以
上

1
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件
に
つ

き
 

1
1

0
,
3
0
0円

 

1
,
0
0
0

㎡
以

上

2
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

1
4

7
,
7
0
0円

 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

2
3

9
,
1
0
0円

 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

1
0
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

3
1

2
,
3
0
0円

 

1
0
,
0
0
0
1
件
に
つ
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㎡
以

上

2
5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 き

 
3
7

5
,
2
0
0円

 

2
5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1
件
に
つ

き
 

4
4

0
,
2
0
0円

 

複
合
建
築
物
 

非
住

宅
部

分
認

定
相

当
額

に
住

宅
部

分
認
定
相
当
額
を
加
算
し
た
額

 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

３
１

条
の

規
定

に
よ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
向

上
計

画
の

認
定

の
変

更
申

請
に

対
す

る
審
査
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

の
項

に
掲

げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
金
額
の
欄
に
定
め
る
額
に

1
0

0分
の
5
0
を
乗
じ
て
得
た
額
 

備
考

 

⑴
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

３

０
条

第
２

項
後

段
（

同
法

第
３

１
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場
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合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

認
定

の
申

請
に

併
せ

て
、

確
認

の
申

請
書

が
提

出
さ

れ
た

場
合

の
手

数
料

は
、

こ
の

表
又

は
備

考
第

４
号

を
適

用
し

て
得

ら
れ

た
手

数
料

の
額

に
別

表
第

４
第

１
項

の
表

を
適

用
し

て
得

ら
れ

た
手

数
料

の
額

を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

⑵
 
「
適
合
証
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
い
う
。
 

ア
 

登
録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判
定

機
関

又
は

登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関

が
、

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等

に
関

す
る

法
律

第
３

０
条

第
１

項
各

号
の

基
準

に
適

合
す

る
と

評

価
（
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に
あ
つ
て
は
、
住
宅
の
み
の
用
途
に

供
す

る
建

築
物

又
は

複
合

建
築

物
に

お
け

る
住

戸
が

認
定

対
象

の

場
合
に
限
る
。
）
し
て
、
認
定
の
申
請
の
前
に
申
請
者
に
交
付
し
た

書
面
 

イ
 

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

設
計

住
宅

性
能

評
価

書
（

日
本

住
宅

性
能

表
示

基
準

に

基
づ

く
断

熱
等

性
能

等
級

５
、

等
級

６
又

は
等

級
７

及
び

一
次

エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
６
）
の
写
し

 

ウ
 

ア
及

び
イ

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
と

し
て
市
長
が
別
に
定
め
る
も
の

 

⑶
 
申
請
建
築
物
及
び
他
の
建
築
物
に
係
る
手
数
料
は
、
建
築
物
（
認
定

の
変
更
申
請
に
あ
つ
て
は
、
計
画
の
変
更
に
係
る
建
築
物
に
限
る
。
）

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
 

⑷
 

共
同

住
宅

等
又

は
複

合
建

築
物

に
係

る
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費

性
能

向
上

計
画

認
定

申
請

手
数

料
の

額
は

、
建

築
物

の
延

べ
面

積
か

ら
住

宅
部

分
の

共
用

部
分

の
面

積
を

除
い

た
面

積
を

審
査

の
対

象
と

す
る

と
き

は
、

建
築

物
の

延
べ

面
積

か
ら

住
宅

部
分

の
共

用
部

分
の

面
積

を
除

い
た

面
積

を
建

築
物

の
延

べ
面

積
と

み
な

し
て

算
定

し
た

手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 
 

⑶
 

建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
適
合
認
定
 

（
削
除
）
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事
務

の
種
類
 

区
分
 

金
額
 

建
物
の
用
途

 評
価
方

法
 

床
面
積

の
合
計
 ア

 
適

合
証

等
を

添
付

し
て

申
請

し
た
場
合
 イ

 
ア

以

外
の

場

合
 

建
築

物
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
の

向

上
等

に
関

す

る
法

律
第

４

１
条

第
１

項

の
規

定
に

よ

る
建

築
物

エ

ネ
ル

ギ
ー

消

費
性

能
の

認

定
の

申
請

に

対
す

る
審
査
 

非
住
宅
部
分

 省
令

第

１
条

第

１
項

第

１
号

イ

に
よ

る

も
の

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き

23
0,
30
0 

円
 

3
0
0
㎡

以
上

1
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

 
16
,4
00
円
 1
件

に
つ

き

28
3,
90
0 

円
 

1
,
0
0
0

㎡
以

上

2
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
27
,1
00
円
 1
件

に
つ

き

37
2,
50
0 

円
 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
81
,3
00
円
 1件

に
つ
き

53
1,
60
0 

円
 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

1
0
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
1
2
8
,
7
0
0

円
 

1
件

に
つ

き

65
4,
80
0 

円
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1
0
,
0
0
0

㎡
以

上

2
5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
1
6
2
,
5
0
0

円
 

1
件

に
つ

き

77
4,
00
0 

円
 

2
5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
2
0
3
,
1
0
0

円
 

1
件

に
つ

き

88
2,
90
0 

円
 

省
令

第

１
条

第

１
項

第

１
号

ロ

に
よ

る

も
の

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き

88
,1
00
 

円
 

3
0
0
㎡

以
上

1
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き
 

16
,4
00
円
 1
件

に
つ

き

11
0,
30
0 

円
 

1
,
0
0
0

㎡
以

上

2
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
27
,1
00
円
 1
件

に
つ

き

14
7,
70
0 

円
 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
81
,3
00
円
 1
件

に
つ

き

23
9,
10
0 

円
 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

1
件

に
つ

き

 
1
2
8
,
7
0
0

1
件

に
つ

き

31
2,
30
0 
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1
0
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 円

 
円
 

1
0
,
0
0
0

㎡
以

上

2
5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
1
6
2
,
5
0
0

円
 

1
件

に
つ

き

37
5,
20
0 

円
 

2
5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
2
0
3
,
1
0
0

円
 

1
件

に
つ

き

4
4
0
,
2
0
0

円
 

住
宅

部
分
 

一
戸

建
て

の
住

宅
 

省
令

第

１
条

第

１
項

第

２
号

イ

⑴
及

び

ロ
⑴

に

よ
る

も

の
 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き

3
4
,
7
0
0
 

円
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き

3
8
,
7
0
0
 

円
 

省
令

第

１
条

第

１
項

第

２
号

イ

⑵
及

び

⑶
並

び

に
ロ

⑵

及
び

⑶

に
よ

る

も
の

 

2
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き

1
7
,
7
0
0
 

円
 

2
0
0
㎡

以
上

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

4,
80
0円

 

1
件

に
つ

き

1
9
,
1
0
0
 

円
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共
同

住
宅

等
 

省
令

第

１
条

第

１
項

第

２
号

イ

⑴
及

び

ロ
⑴

に

よ
る

も

の
 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き

6
9
,
9
0
0
 

円
 

3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

 
20
,4
00
円
 1
件

に
つ

き

11
6,
60
0 

円
 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
45
,4
00
円
 1
件

に
つ

き

19
8,
50
0 

円
 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
81
,3
00
円
 1
件

に
つ

き

28
4,
50
0 

円
 

省
令

第

１
条

第

１
項

第

２
号

イ

⑵
及

び

⑶
並

び

に
ロ

⑵

及
び

⑶

に
よ

る

も
の

 

3
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

9,
50
0円

 

1
件

に
つ

き

3
3
,
3
0
0
 

円
 

3
0
0
㎡

以
上

2
,

0
0
0
㎡

未
満

の

も
の
 

1
件

に
つ

き

 
20
,4
00
円
 1
件

に
つ

き

5
7
,
7
0
0
 

円
 

2
,
0
0
0

㎡
以

上

5
,
0
0
0

㎡
未

満

1
件

に
つ

き

 
45
,4
00
円
 1
件

に
つ

き

10
4,
40
0 

円
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の
も
の
 

5
,
0
0
0

㎡
以

上

の
も
の
 1

件
に

つ
き

 
81
,3
00
円
 1
件

に
つ

き

15
7,
90
0 

円
 

複
合
建
築
物

 非
住

宅
部

分
認

定
相
当

額
に
住

宅
部
分

認
定

相
当
額

を
加
算
し
た
額
 

備
考

 

⑴
 
「
適
合
証
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
い
う
。
 

ア
 

登
録

建
築
物

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

判
定

機
関

又
は
登

録
住

宅

性
能

評
価

機
関

が
、

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
４

１
条

第
２

項
の

基
準

に
適

合
す

る
と

評
価

（
登

録
住

宅
性

能
評

価
機

関
に

あ
つ

て
は

、
住
宅

の
み

の
用

途
に

供
す

る
建

築
物

又
は

複
合

建
築

物
に

お
け

る
住
戸

が
認

定
対

象
の

場
合
に
限
る
。
）
し
て
、
認
定
の
申
請
の
前
に
申
請
者
に
交
付
し
た

書
面
 

イ
 

建
築

物
の
エ

ネ
ル

ギ
ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す
る

法
律

第

１
２

条
第

６
項

に
規

定
す

る
適

合
性

判
定

通
知
書

の
写

し
及

び
法

第
７

条
第

５
項

、
第

７
条

の
２

第
５

項
又

は
第
１

８
条

第
２

２
項

に
規
定
す
る

検
査
済
証
（
ウ
及
び
エ
に
お
い
て
「
検
査
済
証
」
と
い

う
。
）
の
写
し

 

ウ
 

建
築

物
の
エ

ネ
ル

ギ
ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す
る

法
律

施

行
規

則
第

２
５

条
第

２
項

の
通

知
書

の
写

し
及
び

検
査

済
証

の
写

し
 

エ
 

都
市

の
低
炭

素
化

の
促
進

に
関

す
る

法
律

第
５

４
条
第

１
項

に

基
づ

く
認

定
に

係
る

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進
に

係
る

法
律

施
行

規
則

（
平

成
２

４
年

国
土

交
通

省
令

第
８

６
号
）

第
４

３
条

第
２

項
の
通
知
書
の
写
し
及
び
検
査
済
証
の
写
し

 

オ
 

住
宅

の
品
質

確
保

の
促
進

等
に

関
す

る
法

律
第

６
条
第

３
項

に

規
定

す
る

建
設

住
宅

性
能

評
価

書
（

日
本

住
宅
性

能
表

示
基

準
に
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基
づ

く
断

熱
等

性
能

等
級

４
及

び
一

次
エ

ネ
ル
ギ

ー
消

費
量

等
級

４
、
等
級
５
、
等
級
６
又
は
等
級
７
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

の
施

行
の

際
現
に

存
す

る
建

築
物

の
住

宅
部

分
に

あ
つ

て
は

、
日

本
住

宅
性

能
表
示

基
準

の
一

部
を

改
正

す
る

告
示

（
平

成
２

８
年

消
費

者
庁

・
国
土

交
通

省
告

示
第

１
号

）
に

よ
る

改
正

後
の

日
本

住
宅

性
能

表
示
基

準
に

基
づ

く
一

次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
３
、
等
級
４
、
等
級
５
又
は
等
級
６
）

に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
の
写
し

 

⑵
 

共
同

住
宅

等
又
は

複
合
建

築
物

に
係
る

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

適
合
認

定
申

請
手
数

料
の

額
は

、
建

築
物

の
延
べ

面
積

か

ら
住

宅
部

分
の
共

用
部

分
の
面

積
を

除
い

た
面

積
を

審
査
の

対
象

と

す
る

と
き

は
、
建

築
物

の
延
べ

面
積

か
ら

住
宅

部
分

の
共
用

部
分

の

面
積

を
除

い
た
面

積
を

建
築
物

の
延

べ
面

積
と

み
な

し
て
算

定
し

た

手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 
 
附
 

則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 

こ
の
条
例
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
経
過
措
置

）
 

２
 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
４
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
な
さ
れ
た
申
請
又
は
通
知
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
な
さ

れ
た
申
請
又
は
通
知
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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                       議 案 第 ８５ 号 

 

松戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法の改正に伴い、千葉県知事から権限を移譲さ

れる事務の範囲に変更が生じることから、宅地造成等に関する工事の中間検査

の申請手数料を整備するため。 
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松戸市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 松戸市手数料条例（昭和２７年松戸市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

(手数料の種類及び金額) (手数料の種類及び金額) 

第２条 手数料の種類及びその金額は、次表のとお

りとする。 

第２条 手数料の種類及びその金額は、次表のとお

りとする。 

種類 金額 

（略） 

宅地造成等工事に関する許可の

申請 

別表第６に定

める額 

（略） 
 

種類 金額 

（略） 

宅地造成等に関する工事の中間

検査の申請 

別表第６に定

める額 

（略） 
 

  

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 

事務の種類 金額 

１ 宅地造成

及び特定盛

土等規制法

（昭和３６

年法律第１

９１号）第１

２条第１項

の規定によ

る宅地造成

等に関する

工事の許可

の申請に対

する審査 

切土又は盛土をす

る土地の面積が500

平方メートル以内

のもの 

1件につき 

12,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が500

平方メートルを超

え1,000平方メート

ル以内のもの 

1件につき 

21,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が1,0

00平方メートルを

超え2,000平方メー

トル以内のもの 

1件につき 

31,000円 

切土又は盛土をす 1件につき 

事務の種類 金額 

宅地造成及び

特定盛土等規

制法（昭和３６

年法律第１９

１号）第１８条

第１項の規定

による中間検

査の申請に対

する審査 

切土又は盛土をす

る土地の面積が3,0

00平方メートル以

内のもの 

1件につき 

3,100円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が3,0

00平方メートルを

超え20,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

6,200円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が20,

000平方メートルを

超え40,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

12,400円 

切土又は盛土をす 1件につき 
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る土地の面積が2,0

00平方メートルを

超え5,000平方メー

トル以内のもの 

47,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が5,0

00平方メートルを

超え10,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

67,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が10,

000平方メートルを

超え20,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

110,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が20,

000平方メートルを

超え40,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

170,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が40,

000平方メートルを

超え70,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

250,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が70,

000平方メートルを

超え100,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

340,000円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が10

0,000平方メートル

を超えるもの 

1件につき 

420,000円 

２ 宅地造成

及び特定盛

土等規制法

第１６条第

１項の規定

による宅地

変更許可申請1件につき、次に掲

げる額を合算した額。ただし、そ

の額が420,000円を超えるとき

は、420,000円とする。 

ア 宅地造成等に関する工事の

設計の変更（イに規定する変更

る土地の面積が40,

000平方メートルを

超え70,000平方メ

ートル以内のもの 

24,900円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が70,

000平方メートルを

超え100,000平方メ

ートル以内のもの 

1件につき 

43,600円 

切土又は盛土をす

る土地の面積が10

0,000平方メートル

を超えるもの 

1件につき 

62,300円 
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造成等に関

する工事の

計画の変更

許可の申請

に対する審

査 

のみに該当する場合を除く。）

については、変更前の切土又は

盛土をする土地の面積（イに規

定する変更がない場合であつ

て、切土又は盛土をする土地の

縮小を伴うときにあつては、縮

小後の切土又は盛土をする土

地の面積）に応じ、前項に定め

る額に10分の1を乗じて得た額 

イ 切土又は盛土をする新たな

土地に係る宅地造成等に関す

る工事の設計の変更について

は、当該切土又は盛土をする新

たな土地の面積に応じ、前項に

定める額 

ウ その他の変更については10,

000円 
 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、使用料及び手数料条例の一部を改正する条例（令和６年千葉県条例第４２号）附則第１

項第４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第６の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適

用し、同日前にこの条例による改正前の別表第６第１項に規定する審査を受けた工事に係る同表第２項

に規定する計画の変更許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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                       議 案 第 ８６ 号 

 

松戸市教育振興審議会条例の制定について 

 

松戸市教育振興審議会条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 本市に教育振興基本計画等に関して調査審議する教育振興審議会を設置する

ため。 
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   松戸市教育振興審議会条例 

 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、松戸市教育振興

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

 ⑴ 教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定により定める教育振興基本計画に

関する事項 

 ⑵ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条第１項の規定に

基づく教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関する事項 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員10人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 社会教育関係者 

 ⑶ 学校教育関係者 

⑷ 児童生徒の保護者 

⑸ 地域における教育の向上に資する活動を行う者 

⑹ 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第８条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定
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める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条第２号の規定は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

（特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例（昭和３１年松戸市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後

部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分

に改める。 

  ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

  ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号

等の全てを削る。 

  ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

別表２（第４条関係） 別表２（第４条関係） 

職名 報酬 

（略） 

松戸市文化スポーツ推進審議

会委員 

（略） 

 

職名 報酬 

（略） 

松戸市文化スポーツ推進審議

会委員 

（略） 

 

松戸市教育振興審議会委員 日額 8,500円 
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                       議 案 第 ８７ 号 

 

松戸市障害者介護給付費等審査会条例の一部を改正する条例の制 

定について 

 

松戸市障害者介護給付費等審査会条例の一部を改正する条例を別紙のように

定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 増加する介護給付費等の支給申請に対応すべく、障害者介護給付費等審査会

の委員数の上限を引き上げるため。 
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松戸市障害者介護給付費等審査会条例の一部を改正する条例 

 

松戸市障害者介護給付費等審査会条例（平成１８年松戸市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（組織） （組織） 

第２条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。 第２条 審査会は、委員20人以内をもって組織する。 

  

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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                       議 案 第 ８８ 号 

 

   松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

   例の制定について 

 

松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙の

ように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 家庭的保育事業等の速やかな実施を目的として、同事業の設備及び運営に関

する基準について、市が独自に必要と認める基準を除き、府令に定める基準を

適用するため。 
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   松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年松戸市条例第１９号）

の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４条の１６第

１項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

（平成２６年厚生労働省令第６１号。以下「府令」という。）で使用する用語の例による。 

 （家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項の規定により条例で定める基準は、次条から第６条までに定めるものの

ほか、府令に定める基準（附則第６条から第９条までを除く。）の例による。 

 （家庭的保育事業の職員） 

第４条 家庭的保育事業を行う場所ごとの家庭的保育者及び家庭的保育補助者の総数は、保育時間中にお

いて、2人を下回ることはできない。 

 （小規模保育事業所Ｃ型の職員） 

第５条 府令第３４条第１項の規定により配置する家庭的保育者は、少なくとも1人は保育士資格を有する

者でなければならない。 

 （保育所型事業所内保育事業所の設備の基準等） 

第６条 府令第４３条第２号中「1.65平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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                        議 案 第 ８９ 号 

 

   松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

   る基準を定める条例の制定について 

 

松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の速やかな実施を目的として、

同事業の運営に関する基準について、府令に定める基準を適用するため。 

 

- 159 -





   松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

 

 松戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年松戸

市条例第２０号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第３４条

第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「府令」

という。）において使用する用語の例による。 

 （特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準） 

第３条 法第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき条例で定める基準は、府令に定める基準の

例による。 

 （施行規定） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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                       議 案 第 ９０ 号 

 

   松戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める 

   条例の制定について 

 

松戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙

のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関し、必要

な基準を定めるため。 
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   松戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３４条の１６第

１項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準（令和７年内閣府令第１号。以下「府令」という。）で使用する用語の例による。 

 （乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項の規定により条例で定める基準は、府令に定める基準の例による。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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                       議 案 第 ９１ 号 

 

松戸市自殺対策推進会議条例の制定について 

 

松戸市自殺対策推進会議条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

自殺対策の更なる充実を図ることを目的として、これまで松戸市健康づくり

推進会議で調査審議していた自殺対策計画の策定及び推進に関する事項につい

てより専門的かつ多角的に調査審議する附属機関を新たに設置するため。 
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松戸市自殺対策推進会議条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条の４第３項の規定に基づき、松戸市自殺対策推

進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

⑴ 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項に規定する自殺対策計画の策定及び推

進に関する事項 

⑵ 前号に掲げるもののほか、自殺対策の推進に関する事項 

（組織） 

第３条 推進会議は、委員20人以内で組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 関係団体を代表する者 

⑶ 関係行政機関を代表する者 

⑷ 公募市民 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた

場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第６条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等) 

第８条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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（特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例（昭和３１年松戸市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後

部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分

に改める。 

  ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

  ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号

等の全てを削る。 

  ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

別表２（第４条関係） 別表２（第４条関係） 

職名 報酬 

（略） 

松戸市文化スポーツ推進審議

会委員 

（略） 

 

職名 報酬 

（略） 

松戸市文化スポーツ推進審議

会委員 

（略） 

松戸市自殺対策推進会議委員 日額 8,500円 
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                       議 案 第 ９２ 号 

 

   松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改 

   正する条例の制定について 

 

松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例

を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 水道法施行令及び水道法施行規則の改正を踏まえ、市が設置する専用水道の

水道技術管理者の資格要件について見直しを行うため。 
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   松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例 

 

次の各条の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改

正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 （松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正） 

第１条 松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例（平成２４年松戸市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

 （水道技術管理者の資格）  （水道技術管理者の資格） 

第２条 1日最大給水量が1,000立方メートルを超え

る専用水道に係る法第３４条第１項において準用

する法第１９条第３項の規定により条例で定める

水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。 

第２条 1日最大給水量が1,000立方メートルを超え

る専用水道に係る法第３４条第１項において準用

する法第１９条第３項の規定により条例で定める

水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）によ

る大学（短期大学を除く。以下同じ。）の土木

工学科又はこれに相当する課程において衛生工

学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業し

た後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）によ

る大学（短期大学を除く。以下同じ。）におい

て土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当

する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 

 ⑵ 学校教育法による大学の土木工学科又はこれ

に相当する課程において衛生工学及び水道工学

に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した

後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

 （削除） 

 

 

 

 ⑶ 学校教育法による短期大学（同法による専門

職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学校

において土木科又はこれに相当する課程を修め

て卒業した後（同法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した後）、5年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑵ 学校教育法による短期大学（同法による専門

職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学校

において土木工学科若しくは土木科又はこれら

に相当する課程を修めて卒業した後（同法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、5年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 ⑷ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校  ⑶ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校
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において土木科又はこれに相当する課程を修め

て卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

において土木工学科若しくは土木科又はこれら

に相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

  ⑸ 第１号又は第２号の規定による卒業者であっ

て、学校教育法に基づく大学院研究科において

１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課

程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛

生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了し

た後、第１号の規定による卒業者にあっては1

年以上、第２号の規定による卒業者にあっては2

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの 

 （削除） 

 

 ⑹ 外国の学校において第１号若しくは第２号に

規定する課程及び学科目又は第３号若しくは第

４号に規定する課程に相当する課程又は学科目

を、それぞれ当該各号に規定する学校において

修得する程度と同等以上に修得した後、第１号

に規定する課程及び学科目にあっては2年以上、

第２号に規定する課程及び学科目にあっては3

年以上、第３号に規定する課程にあっては5年以

上、第４号に規定する課程にあっては7年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

 （削除） 

 

 

 

 

 ⑺ 第１号、第３号及び第４号に規定する学校に

おいて土木工学以外の工学、理学、農学、医学

若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当

する学科目を修めて卒業した（当該学科目を修

めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した場合を含む。）後、第１号に規定す

る学校の卒業者にあっては4年以上、第３号に規

定する学校の卒業者（同法に基づく専門職大学

の前期課程の修了者を含む。次号において同

じ。）にあっては6年以上、第４号に規定する学

校の卒業者にあっては8年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑷ 第１号、第２号又は第３号に規定する学校に

おいて工学、理学、農学、医学若しくは薬学の

課程又はこれらに相当する課程（土木工学科及

び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）

を修めて卒業した（学校教育法による専門職大

学の前期課程を修了した場合を含む。）後、第

１号に規定の卒業者にあっては4年以上、第２号

に規定する学校の卒業者（同法に基づく専門職

大学の前期課程の修了者を含む。次号において

同じ。）にあっては6年以上、第３号に規定する

学校の卒業者にあっては8年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑻ 第１号、第３号及び第４号に規定する学校に

おいて工学、理学、農学、医学及び薬学に関す

る学科目並びにこれらに相当する学科目以外の

 ⑸ 第１号、第２号又は第３号に規定する学校に

おいて工学、理学、農学、医学及び薬学に関す

る課程並びにこれらに相当する課程以外の課程
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学科目を修めて卒業した（当該学科目を修めて

学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修

了した場合を含む。）後、第１号に規定する学

校の卒業者にあっては5年以上、第３号に規定す

る学校の卒業者にあっては7年以上、第４号に規

定する学校の卒業者にあっては9年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

を修めて卒業した（当該課程を修めて学校教育

法による専門職大学の前期課程を修了した場合

を含む。）後、第１号に規定する学校の卒業者

にあっては5年以上、第２号に規定する学校の卒

業者にあっては7年以上、第３号に規定する学校

の卒業者にあっては9年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑼ 外国の学校において第７号に規定する学科目

に相当する学科目を、第１号、第３号及び第４

号に規定する学校において修得する程度と同等

以上に修得した後、第１号に規定する学校にあ

っては4年以上、第３号に規定する学校にあって

は6年以上、第４号に規定する学校にあっては8

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

 ⑹ 外国の学校において第１号から第５号までに

規定する課程に相当する課程を、第１号、第２

号又は第３号に規定する学校において修得する

程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各

号に規定する最低経験年数以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

 

 

 ⑽ 外国の学校において第８号に規定する学科目

に相当する学科目を、第１号、第３号及び第４

号に規定する学校において修得する程度と同等

以上に修得した後、第１号に規定する学校にあ

っては5年以上、第３号に規定する学校にあって

は7年以上、第４号に規定する学校にあっては9

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

 （削除） 

 

 ⑾～⒀ （略）  ⑺～⑼ （略） 

  ⑽ 建設業法施行令（昭和３１年政令２７３号）

第３７条第１項及び第２項の規定による土木施

工管理に係る一級の技術検定に合格した者であ

って、3年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

２ 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である

専用水道に係る法第３４条第１項において準用す

る法第１９条第３項の規定により条例で定める水

道技術管理者の資格は、前項の規定を準用する。

この場合において、同項第１号から第１２号まで

の規定による水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有しなければならない期間は、当該各号

に定める年数の2分の1の年数以上（当該各号に定

める年数が1年以上、3年以上、5年以上、7年以上

又は9年以上の場合にあっては、それぞれ6月以上、

２ 1日最大給水量が10,000立方メートル以下であ

る専用水道に係る法第３４条第１項において準用

する法第１９条第３項の規定により条例で定める

水道技術管理者の資格は、前項の規定を準用する。

この場合において、同項第１号から第１０号まで

の規定による水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有しなければならない期間は、当該各号

に定める年数の2分の1の年数以上（当該各号に定

める年数が1年以上、3年以上、5年以上、7年以上

又は9年以上の場合にあっては、それぞれ6月以上、
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1年6月以上、2年6月以上、3年6月以上又は4年6月

以上）とする。 

1年6月以上、2年6月以上、3年6月以上又は4年6月

以上）とする。 

  

 （松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例等の一部を改正する条例（平成３１年松戸

市条例第１４号）を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

 （経過措置）  （経過措置） 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５

８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第

二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格し

た者であって、選択科目として水道環境を選択し

たものに対する、第１条の規定による改正後の松

戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条

例第２条第１項第１１号及び第３条の規定による

改正後の松戸市水道事業の布設工事監督者及び水

道技術管理者に関する条例第３条第７号の規定の

適用については、同法第４条第１項の規定による

第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格

した者であって、選択科目として上下水道及び工

業用水道を選択したものとみなす。 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５

８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第

二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格し

た者であって、選択科目として水道環境を選択し

たものに対する、松戸市専用水道の水道技術管理

者の資格を定める条例第２条第１項第７号及び第

３条の規定による改正後の松戸市水道事業の布設

工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第３

条第７号の規定の適用については、同法第４条第

１項の規定による第二次試験のうち上下水道部門

に係るものに合格した者であって、選択科目とし

て上下水道及び工業用水道を選択したものとみな

す。 

  

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議 案 第 ９３ 号 

 

松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業プロポーザル選考委員会条例の 

制定について 

 

松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業プロポーザル選考委員会条例を別紙のよう

に定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業に係る契約の相手方を選定するに当たり、

市長の附属機関を設置するため。 
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松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業プロポーザル選考委員会条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、松戸市道路照明

灯再ＬＥＤ化事業プロポーザル選考委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化事業の事業者を選定するためのプロポーザルに関し、市

長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査する。 

⑴ 評価方法及び評価基準に関する事項 

⑵ 提案及び評価に関する事項 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 本市の職員 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から事業者が選定される日までの期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例（昭和３１年松戸市条例第１５号）の一部を次
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のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後

部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分

に改める。 

  ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

  ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号

等の全てを削る。 

  ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

別表２（第４条関係） 別表２（第４条関係） 

職名 報酬 

（略） 

松戸市文化スポーツ推進審議

会委員 

（略） 

 

職名 報酬 

（略） 

松戸市文化スポーツ推進審議

会委員 

（略） 

 

松戸市道路照明灯再ＬＥＤ化

事業プロポーザル選考委員会

委員 

日額 8,500円 
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                       議 案 第 ９４ 号 

 

松戸市駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市駐車場条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 松戸駅西口地下駐車場の健全な事業運営を図ることを目的として、同駐車場

の駐車料金を引き上げるため。 
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松戸市駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 松戸市駐車場条例（昭和６０年松戸市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

駐車場名 時間の区分 駐車料金 

松戸駅西口

地下駐車場 

普通 午前８時

から午後

１１時ま

で 

⑴ 二輪自動車以

外の自動車 

最初の30分ま

で 150円 

以後30分増す

までごとに150円

（夜間料金を納

付すべき者が翌

日午前８時３０

分以降出庫する

場合においては、

夜間料金に30分

増すまでごとに1

50円）を加算す

る。ただし、1日

当たり2,000円を

上限とする。 

⑵ （略） 

（略） 

（略） 
 

駐車場名 時間の区分 駐車料金 

松戸駅西口

地下駐車場 

普通 午前８時

から午後

１１時ま

で 

⑴ 二輪自動車以

外の自動車 

最初の30分ま

で 200円 

以後30分増す

までごとに200円

（夜間料金を納

付すべき者が翌

日午前８時３０

分以降出庫する

場合においては、

夜間料金に30分

増すまでごとに2

00円）を加算す

る。ただし、1日

当たり2,000円を

上限とする。 

⑵ （略） 

（略） 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

別表第３（第６条関係） 別表第３（第６条関係） 

区分 種類 料金 区分 種類 料金 
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回数駐車券 150円券 22枚

綴 

3,000円 

（略） 
 

回数駐車券 200円券 22枚

綴 

4,000円 

（略） 
 

備考 （略） 備考 （略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の普通料金から適用し、同日前

の普通料金については、なお従前の例による。 

 

- 176 -



議 案 第 ９５ 号 

 

松戸市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 

の制定について 

 

松戸市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のよ

うに定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

地方自治法の改正に伴い、条例で引用する同法の条項を整備するため。 
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松戸市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例 

 

次の各条の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改

正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に 

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等 

の全てを削る。 

⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

（松戸市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 松戸市下水道事業の設置等に関する条例（平成２９年松戸市条例第３８号）の一部を次のように

改正する。 

改 正 前 改 正 後 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８

第８項の規定により下水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が1万円以上である場合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９

第８項の規定により下水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が1万円以上である場合とする。 

  

（松戸市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 松戸市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年松戸市条例第１９号）の一部を次のように改

正する。 

改 正 前 改 正 後 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８

第８項の規定により水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について、議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が1万円以上である場合とする。 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９

第８項の規定により水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について、議会の同意を得な

ければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償

額が1万円以上である場合とする。 

  

（松戸市病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第３条 松戸市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年松戸市条例第１８号）の一部を次のように改

正する。 
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改 正 前 改 正 後 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第９条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８

第８項の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が1万円以上である場合とする。 

第９条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９

第８項の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が1万円以上である場合とする。 

  

   附 則 

 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附則第１条第３号に掲げる規

定の施行の日から施行する。 
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議 案 第 ９６ 号  

 

松戸市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 下水道指定工事店における排水設備工事責任技術者の専属要件を廃止すると

ともに、下水道指定工事店の登録に係る申請手数料の見直し等をするため。 
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松戸市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 松戸市下水道条例（昭和５６年松戸市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（排水設備等の工事の施行） （指定工事店の指定） 

第８条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定

を受けた者（以下「指定工事店」という。）でなけ

れば、行つてはならない。 

第８条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定

を受けた者（以下「指定工事店」という。）でなけ

れば、行つてはならない。 

 ２ 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての

指定を受けた日から5年以内のうち市長が認める

期間とする。 

 ３ 前項の有効期間の満了に際し、引き続き指定工

事店としての指定を受けようとするときは、指定

の更新を受けなければならない。 

  

（指定の申請） （指定の申請） 

第８条の２ （略） 第８条の２ （略） 

２ 市長は、前項の申請があつた場合において、当

該申請をした者が規則で定める基準に適合すると

認めるときは、前条の指定を行う。 

２ 市長は、前項の申請があつた場合において、当

該申請をした者が規則で定める基準に適合すると

認めるときは、前条第１項の指定を行う。 

  

（指定の更新） （指定の更新） 

第８条の３ 第８条の指定は、5年ごとにその更新を

受けなければ、その期間の経過によつて、その効

力を失う。 

第８条の３ 第８条第３項の指定の更新を受けよう

とする指定工事店は、規則の定めるところにより、

市長に申請しなければならない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（指定工事店の責務及び遵守事項） （指定工事店の責務及び遵守事項） 

第８条の４ （略） 第８条の４ （略） 
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２ 指定工事店は、その営業所ごとに、排水設備工

事責任技術者を専属させなければならない。 

（削除） 

  

（指定の取消し等） （指定の取消し等） 

第８条の６ 市長は、指定工事店が次の各号のいず

れかに該当する場合においては、当該指定工事店

に係る第８条の指定を取り消し、又は期間を定め

てその指定の効力を停止することができる。 

第８条の６ 市長は、指定工事店が次の各号のいず

れかに該当する場合においては、当該指定工事店

に係る第８条第１項の指定を取り消し、又は期間

を定めてその指定の効力を停止することができ

る。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

  

（公告） （公告） 

第８条の７ 市長は、次の各号に掲げる場合には、

その旨を公告しなければならない。 

第８条の７ 市長は、次の各号に掲げる場合には、

その旨を公告しなければならない。 

⑴ 第８条の指定をしたとき。 ⑴ 第８条第１項の指定をしたとき。 

⑵・⑶ （略）  ⑵・⑶ （略） 

  

（手数料） （手数料） 

第２３条 市長は、次の各号に定めるところにより、

当該申込者から手数料を徴収する。 

第２３条 市長は、次の各号に定めるところにより、

当該申込者から手数料を徴収する。 

⑴ 松戸市下水道指定工事店新規登録申請手数料

   5,000円 

⑴ 松戸市下水道指定工事店新規登録申請手数料

   10,000円 

⑵ 松戸市下水道指定工事店更新登録申請手数料

   3,000円 

⑵ 松戸市下水道指定工事店更新登録申請手数料

   5,000円 

 ⑶ 松戸市下水道指定工事店証再交付申請手数料 

1,000円 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（罰則） （罰則） 

第３０条 次の各号に掲げる者に対しては、50,000

円以下の過料に処する。 

第３０条 次の各号に掲げる者に対しては、50,000

円以下の過料に処する。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 第８条の規定に違反して、排水設備等の工事

を施行した者 

⑶ 第８条第１項の規定に違反して、排水設備等

の工事を施行した者 

⑷～⑼ （略）  ⑷～⑼ （略）  

  

附 則 
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 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２３条第１項の規定は、令和７年７月１日

から施行する。 

２ この条例による改正後の第２３条第１項の規定は、令和７年７月１日以後になされた申請に係る手数

料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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                        議 案 第 ９７ 号 

  

松戸市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例の制定 

について 

  

松戸市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例を別紙のように定

める。 

令和７年２月２１日提出 

  

松戸市長 本郷谷 健 次 

  

  

提  案  理  由 

  

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴い、退

職報償金支給額の勤務年数区分を見直すため。 
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松戸市消防団員退職報償金支給条例の一部を改正する条例 

 

松戸市消防団員退職報償金支給条例（昭和３９年松戸市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

別表 別表 

退職報償金支給額表（第２条関係） 退職報償金支給額表（第２条関係） 

          （単位 円）                （単位 円） 

階級 

勤務年数 

（略） 
30年以上 

団長 （略） 
 

979,000 

副団長 909,000 

分団長 849,000 

副分団長 809,000 

部長及び班長 734,000 

団員 689,000 
 

 

階級 

勤務年数 

（略） 30年以上 

35年未満 
35年以上 

団長 （略） 
 

979,000 1,079,000 

副団長 909,000 1,009,000 

分団長 849,000 949,000 

副分団長 809,000 909,000 

部長及び班長 734,000 834,000 

団員 689,000 789,000 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した消防団員について適用し、

同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。 
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                        議 案 第 ９８ 号 

 

松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 国家公務員の給与改定に準じ、各種手当の支給要件の見直し等をするため。 
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   松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

松戸市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年松戸市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等 

の全てを削る。 

⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

 （扶養手当）  （扶養手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他

に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受け

ているものを扶養親族とする。 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他

に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受け

ているものを扶養親族とする。 

 ⑴ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。） 

 （削除） 

 ⑵～⑹ （略）  ⑴～⑸ （略） 

  

 （管理職員特別勤務手当）  （管理職員特別勤務手当） 

第１２条の２ 管理職員特別勤務手当は、第４条の

規定により管理職手当を支給される職員（次項に

おいて「管理職員」という。）又は松戸市一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（平成２３年松戸市条例第２号）第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）が、臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要により週休日（勤務

時間を割り振らない日をいう。）又は休日等（次

項において「週休日等」という。）において勤務

した場合に支給する。 

第１２条の２ 管理職員特別勤務手当は、第４条の

規定により管理職手当を支給される職員（次項に

おいて「管理職員」という。）又は松戸市一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（平成２３年松戸市条例第２号）第２条第１項の

規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）が、臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要により週休日（勤務

時間を割り振らない日をいう。）又は休日等（次

項において「週休日等」という。）において勤務

をした場合に支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務

手当は、管理職員又は特定任期付職員が災害への

対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等

以外の日の午前０時から午前５時までの間であつ

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務

手当は、管理職員又は特定任期付職員が災害への

対処その他の臨時又は緊急の必要により午後１０

時から翌日の午前５時までの間（週休日等に含ま
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て正規の勤務時間以外の時間において勤務した場

合に支給する。 

れる時間を除く。）であつて正規の勤務時間以外

の時間において勤務をした場合に支給する。 

  

 （特定任期付職員業績手当）  

第１４条の２ 特定任期付職員業績手当は、特定任

期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認め

られる職員に対して支給する。 

（削除） 

  

 （定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員についての適用除外） 

 （定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員についての適用除外） 

第１９条 第５条、第６条の２及び第１５条の規定

は、地方公務員法第２２条の４第１項の規定によ

り採用された職員及び松戸市一般職の任期付職員

の採用及び給与の特例に関する条例第４条の規定

により採用された職員には適用しない。 

第１９条 第５条及び第１５条の規定は、地方公務

員法第２２条の４第１項の規定により採用された

職員には適用しない。 

 ２ 第５条、第６条の２及び第１５条の規定は、松

戸市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例第４条の規定により採用された職員に

は適用しない。 

  

 （特定任期付職員についての適用除外）  （特定任期付職員についての適用除外） 

第２０条 第４条から第５条まで、第６条の２、第

９条から第１１条まで及び第１４条の規定は、特

定任期付職員には適用しない。 

第２０条 第４条から第５条まで、第６条の２及び

第９条から第１１条までの規定は、特定任期付職

員には適用しない。 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

２ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間におけるこの条例による改正後の第５条の規定の

適用については、同条第２項中「⑸ 重度心身障害者」とあるのは 

 「⑸ 重度心身障害者 

  ⑹ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」とする。 
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                       議 案 第 ９９ 号 

 

   松戸市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条 

   例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のように定める。 

令和７年２月２１日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 水道法施行令及び水道法施行規則の改正を踏まえ、布設工事監督者及び水道

技術管理者の資格について見直しを行うため。 
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   松戸市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例 

 

次の各条の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改

正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

 （松戸市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正） 

第１条 松戸市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（平成２４年松戸市条例第４

４号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

 （布設工事監督者の資格）  （布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項（法第３１条において準

用する場合を除く。）の規定により条例で定める

布設工事監督者の資格は、次のとおりとする。 

第３条 法第１２条第２項（法第３１条において準

用する場合を除く。）の規定により条例で定める

布設工事監督者の資格は、次のとおりとする。 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）によ

る大学（短期大学を除く。以下同じ。）の土木

工学科又はこれに相当する課程において衛生工

学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業し

た後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 ⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）によ

る大学（短期大学を除く。以下同じ。）におい

て土木工学科又はこれに相当する課程を修めて

卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、

道路又は河川（以下この条において「水道等」

という。）に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者（1年6月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 ⑵ 学校教育法による大学の土木工学科又はこれ

に相当する課程において衛生工学及び水道工学

に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した

後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

 ⑵ 学校教育法による大学において機械工学科若

しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者（2年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者に限る。） 

 ⑶ 学校教育法による短期大学（同法による専門

職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学校

において土木科又はこれに相当する課程を修め

て卒業した後（同法による専門職大学の前期課

程にあっては、修了した後）、5年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑶ 学校教育法による短期大学（同法による専門

職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学校

（次号において「短期大学等」という。）にお

いて土木科又はこれに相当する課程を修めて卒

業した後（同法による専門職大学の前期課程に

あっては、修了した後。次号において同じ。）、
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5年以上水道等に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者（2年6月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 

 

 ⑷ 短期大学等において機械科若しくは電気科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者（3年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 ⑷ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校

において土木科又はこれに相当する課程を修め

て卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

 ⑸ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校 

（次号において「高等学校等」という。）にお

いて土木科又はこれに相当する課程を修めて卒

業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者（3年6月以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。） 

 

 

 ⑹ 高等学校等において機械科若しくは電気科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者（4年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 ⑸ 第１号又は第２号の規定による卒業者であっ

て、学校教育法に基づく大学院研究科において1

年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程

を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生

工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した

後、第１号の規定による卒業者にあっては1年以

上、第２号の規定による卒業者にあっては2年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有するもの 

 ⑺ 第１号又は第２号の規定による卒業者であっ

て、学校教育法に基づく大学院研究科において1

年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程

を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生

工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した

後、第１号の規定による卒業者にあっては2年以

上、第２号の規定による卒業者にあっては3年以

上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（第１号の規定による卒業者にあっ

ては1年以上、第２号の規定による卒業者にあっ

ては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。） 

 ⑹ 外国の学校において第１号若しくは第２号に

規定する課程及び学科目又は第３号若しくは第

４号に規定する課程に相当する課程又は学科目

を、それぞれ当該各号に規定する学校において

修得する程度と同等以上に修得した後、それぞ

れ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑻ 外国の学校において第１号から第６号までに

規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該

各号に規定する学校において修得する程度と同

等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定

する最低経験年数以上水道等に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該

各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1

- 191 -



以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

 ⑺ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条

第１項の規定による第２次試験のうち上下水道

部門に合格した者（選択科目として上水道及び

工業用水道を選択した者に限る。）であって、1

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有するもの 

 

 ⑼ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条

第１項の規定による第２次試験のうち上下水道

部門に合格した者（選択科目として上水道及び

工業用水道を選択した者に限る。）であって、1

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者（6月以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者に限る。） 

 ⑻ 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

 

 ⑽ 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者（5年以上水道の工事

に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。） 

 

 

 ⑾ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）

第３７条第１項及び第２項の規定による土木施

工管理に係る１級の技術検定に合格した者であ

って、3年以上水道等に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者（1年6月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。） 

  

 （水道技術管理者の資格）  （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項（法第３１条及び第３４

条第１項において準用する場合を除く。）の規定

により条例で定める水道技術管理者の資格は、次

のとおりとする。 

第４条 法第１９条第３項（法第３１条及び第３４

条第１項において準用する場合を除く。）の規定

により条例で定める水道技術管理者の資格は、次

のとおりとする。 

 ⑴ 前条（第８号を除く。）に規定する布設工事

監督者に必要な資格を有する者 

 ⑴ 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学

校において土木工学科若しくは土木科又はこれ

らに相当する課程を修めて卒業した後（専門職

大学前期課程にあっては、修了した後）、同条

第１号に規定する学校を卒業した者については

3年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した

者（専門職大学前期課程にあっては、修了した

者）については5年以上、同条第５号に規定する

学校を卒業した者については7年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 
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 ⑵ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において土木工学以外の工学、理学、農学、

医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに

相当する学科目を修めて卒業した（当該学科目

を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期

課程を修了した場合を含む。）後、同条第１号

に規定する学校の卒業者にあっては4年以上、同

条第３号に規定する学校の卒業者（同法に基づ

く専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号

において同じ。）にあっては6年以上、同条第４

号に規定する学校の卒業者にあっては8年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

 ⑵ 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学

校において、工学、理学、農学、医学若しくは

薬学の課程又はこれらに相当する課程（土木工

学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を

除く。）を修めて卒業した後（専門職大学前期

課程にあっては、修了した後）、同条第１号に

規定する学校を卒業した者については4年以上、

同条第３号に規定する学校を卒業した者（専門

職大学前期課程にあっては、修了した者）につ

いては6年以上、同条第５号に規定する学校を卒

業した者については8年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑶ 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において工学、理学、農学、医学及び薬学に

関する学科目並びにこれらに相当する学科目以

外の学科目を修めて卒業した（当該学科目を修

めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した場合を含む。）後、同条第１号に規

定する学校の卒業者にあっては5年以上、同条第

３号に規定する学校の卒業者にあっては7年以

上、同条第４号に規定する学校の卒業者にあっ

ては9年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

 ⑶ 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学

校において、工学、理学、農学、医学及び薬学

に関する課程並びにこれらに相当する課程以外

の課程を修めて卒業した後（当該課程を修めて

専門職大学前期課程を修了した場合を含む。）、

同条第１号に規定する学校を卒業した者につい

ては5年以上、同条第３号に規定する学校を卒業

した者（専門職大学前期課程にあっては、修了

した者）については7年以上、同条第５号に規定

する学校を卒業した者については9年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

 ⑷ 外国の学校において第２号に規定する学科目

又は前号に規定する学科目に相当する学科目

を、それぞれ当該各号に規定する学校において

修得する程度と同等以上に修得した後、それぞ

れ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑷ 外国の学校において、第１号若しくは第２号

に規定する課程又は前号に規定する課程に相当

する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校

において修得する程度と同等以上に修得した

後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者（専

門職大学前期課程にあっては、修了した者）ご

とに規定する最低経験年数以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

 ⑸・⑹ （略）  ⑸・⑹ （略） 

  ⑺ 技術士法第４条第１項の規定による第２次試

験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目

として上水道及び工業用水道を選択した者に限

る。）であって、1年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験をする者 
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  ⑻ 建設業法施行令（昭和３１年政令２７３号）

第３７条第１項及び第２項の規定による土木施

工管理に係る１級の技術検定に合格した者であ

って、3年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

  

 （松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 松戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例等の一部を改正する条例（平成３１年松戸

市条例第１４号）を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

 （経過措置）  （経過措置） 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５

８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第

二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格し

た者であって、選択科目として水道環境を選択し

たものに対する、第１条の規定による改正後の松

戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条

例第２条第１項第１１号及び第３条の規定による

改正後の松戸市水道事業の布設工事監督者及び水

道技術管理者に関する条例第３条第７号の規定の

適用については、同法第４条第１項の規定による

第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格

した者であって、選択科目として上下水道及び工

業用水道を選択したものとみなす。 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５

８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第

二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格し

た者であって、選択科目として水道環境を選択し

たものに対する、第１条の規定による改正後の松

戸市専用水道の水道技術管理者の資格を定める条

例第２条第１項第１１号及び松戸市水道事業の布

設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第

３条第９号及び第４条第７号の規定の適用につい

ては、同法第４条第１項の規定による第二次試験

のうち上下水道部門に係るものに合格した者であ

って、選択科目として上下水道及び工業用水道を

選択したものとみなす。 

  

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議 案 第 １００ 号 

  

契約の変更について 

  

令和５年松戸市議会６月定例会議案第９号をもって議決された日暮こ線道路

橋補修工事の契約について、次のとおり変更する。 

令和７年２月２１日提出 

  

松戸市長 本郷谷 健 次  

  

  

記 

  

契約金額 

１ 変更前の契約金額  271,483,000 円 

２ 変更後の契約金額  236,249,979 円 

３ 変更による減額分   35,233,021 円 

  

  

            提  案  理  由 

  

工事完了に伴う費用の精算により、契約金額を減額するため。 
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議案第１００号参考資料 

 

１ 工事名 

日暮こ線道路橋補修工事 

 

２ 工事場所 

松戸市日暮三丁目１番地先日暮こ線道路橋 

 

３ 工事概要 

⑴ 橋  長 15.5ｍ 

⑵ 幅  員 12.8ｍ 

⑶ 面  積 198.4 ㎡ 

⑷ 橋  種 コンクリート橋 

⑸ 工事内容 ひび割れ補修工、断面修復工、剥落防止工 ほか 

 

４ 契約の相手方  

千葉県千葉市中央区弁天二丁目２３番３号 

  東日本旅客鉄道株式会社 

  執行役員千葉支社長 土 澤  壇 

 

５ 契約期間 

令和５年６月３０日から令和７年３月３１日まで 
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